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は
じ
め
に

つ
日
本
の
対
一
間
島
政
策

二
、
間
島
支
配
体
制
と
し
て
の
幣
原
構
想

一
二
、
幣
原
の
間
島
構
想
の
展
開
と
中
国

四
、
法
権
撤
廃
問
題
と
間
島
特
殊
化

お
わ
り
に

は
じ
め
に

間
島
は
、
一
良
満
江
以
北
の
中
国
東
北
地
方
の
一
部
と
し
て
、
現
在
は
士
口

林
省
の
「
朝
鮮
族
自
治
州
」
と
な
っ
て
お
り
、
中
国
の
中
で
い
わ
ば
「
小

朝
鮮
」
を
形
成
し
て
い
る
。

間
島
に
関
す
る
こ
れ
ま
で
の
研
究
は
、
基
本
的
に
次
の
二
つ
の
視
角
か

幣
原
外
交
に
お
け
る
間
島
問
題

5李

換

2盛

ら
行
な
わ
れ
て
き
た
。
そ
の
}
つ
は
、
向
島
問
題
を
朝
鮮
と
中
箇
な
い
し

(
1
)
 

日
本
と
中
国
の
間
に
お
け
る
領
土
紛
争
問
題
と
し
て
と
ら
え
よ
う
と
す
る

も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
他
の
一
つ
は
「
日
韓
併
合
」
以
後
の
日
本
の
朝
鮮

(2) 

植
民
地
支
配
に
対
す
る
朝
鮮
独
立
運
動
の
根
拠
地
と
し
て
、
こ
れ
か
γ
と
ら

え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

〈

3
)

し
か
し
、
一
九

O
七
年
八
月
の
統
監
府
臨
時
間
島
派
出
所
の
設
置
か
ら

始
ま
る
日
本
の
対
間
島
政
策
は
、
日
本
の
朝
鮮
侵
略
お
よ
び
そ
れ
に
つ
づ

く
中
国
侵
略
の
展
開
過
程
と
密
接
に
結
び
つ
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ

ゆ
え
、
日
本
の
対
間
島
政
策
は
、
間
島
単
独
の
問
題
と
し
て
で
は
な
く
、

日
露
戦
争
以
来
展
開
さ
れ
て
き
た
日
本
の
対
朝
鮮
、
対
中
国
政
策
と
の
連

開
聞
の
も
と
に
と
ら
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

間
島
は
、
地
理
的
に
も
歴
史
的
に
も
朝
鮮
と
密
接
な
関
係
に
あ
り
、
李

朝
末
期
か
ら
朝
鮮
人
に
よ
っ
て
開
拓
が
始
め
ら
れ
、
一
九
二
九
年
に
は
間

七



島
総
人
口
約
五
十
万
人
の
中
八
割
の
約
四
十
万
人
を
朝
鮮
人
が
占
め
て
い

(
4
}
 

た
{
そ
の
他
、
約
二
千
の
日
本
人
と
、
約
二
百
の
西
欧
人
お
よ
び
ロ
シ
ア

人
が
居
住
し
て
い
た
)
。
朝
鮮
人
の
間
島
へ
の
移
住
は
、
特
に
一
九
一

O

年
「
日
韓
併
合
」
以
後
、
日
本
帝
国
主
義
に
よ
る
朝
鮮
国
内
で
の
政
治
経

済
的
弾
誌
を
逃
れ
る
た
め
、
急
激
に
増
加
し
た
。
移
住
朝
鮮
人
は
、
主
と

し
て
中
国
人
地
主
の
も
と
で
小
作
農
と
な
っ
た
が
、
彼
ら
は
そ
こ
で
四

O

l
五
O
w
mの
小
作
料
を
課
せ
ら
れ
、
そ
の
結
果
中
国
人
地
主
対
朝
鮮
人
小

(5) 

作
人
と
い
う
民
族
的
か
っ
階
級
的
対
立
が
発
生
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

こ
れ
ら
の
点
か
ら
間
島
は
、
い
ち
早
く
朝
鮮
独
立
運
動
の
根
拠
地
と
な

っ
て
日
本
の
朝
鮮
植
民
地
支
配
を
脅
か
し
、
地
主
|
小
作
関
係
か
ら
な
る

農
業
経
営
状
態
に
よ
り
、
朝
・
中
両
者
間
に
も
尖
鋭
な
対
立
を
生
じ
さ
せ

た
。
し
た
が
っ
て
、
間
島
朝
鮮
人
問
題
は
、
日
本
に
と
っ
て
「
朝
鮮
統
治

(

6

)

(

7

)

 

の
癌
」
と
し
て
、
ひ
い
て
は
「
日
本
ノ
興
亡
」
に
か
か
わ
る
問
題
と
し
て

(
8
V
 

認
識
さ
れ
、
ま
た
中
国
に
と
っ
て
も
「
束
三
省
唯
一
の
隠
息
」
と
み
な
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
日
本
と
中
国
の
関
係
に
お
い
て
は
、
朝
鮮
人
を
軸
と
し
て
、

保
護
や
治
安
維
持
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
紛
争
と
対
立
が
絶
え
な
か
っ
た
。

そ
の
結
果
、
間
島
は
、
中
国
に
お
け
る
反
日
本
帝
国
主
義
、
反
侵
略
主
義

闘
争
の
最
前
線
に
位
置
す
る
よ
う
に
な
9
t
o
v

百
二

以
上
の
意
味
で
、
間
島
朝
鮮
人
問
題
は
、
日
中
間
の
暗
礁
で
あ
っ
た
。

し
か
し
そ
れ
は
彼
等
を
滞
在
す
る
こ
と
が
日
中
両
国
政
府
の
共
通
の
利
益

で
あ
っ
た
と
い
う
意
味
で
、
日
中
提
携
の
端
緒
と
も
な
り
得
る
条
件
を
内

ノ¥

包
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

本
稿
で
は
、
日
本
の
対
間
島
政
策
を
概
略
し
た
う
え
で
、
特
に
間
島
朝

鮮
人
に
対
す
る
日
中
関
係
が
最
も
よ
く
表
わ
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
時

期
、
す
な
わ
ち
一
九
三

O
年
五
月
三

O
日
の
朝
鮮
人
共
産
党
暴
動
以
後
展

開
さ
れ
た
浜
口
内
閣
幣
原
喜
重
郎
外
相
(
第
二
次
幣
原
外
交
時
代
)
の
対

間
島
政
策
を
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。
そ
れ
は
、
幣
原
外
交
の
対
中
国
政

策
の
一
面
を
明
確
に
し
、
満
州
事
変
直
前
に
お
け
る
日
本
の
対
中
固
な
ら

び
に
対
満
州
政
策
の
一
端
を
解
明
す
る
た
め
に
も
役
立
つ
と
恩
わ
れ
る
。

同
時
に
、
日
中
両
国
の
対
間
島
政
策
の
基
軸
と
な
る
間
島
朝
鮮
人
の
存
在

を
浮
彫
り
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
帝
国
主
義
時
代
の
関
際
環
境
に
お
け

る
被
支
配
民
族
の
動
向
を
知
る
上
で
も
有
益
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

民
本
の
対
間
島
政
策

一
九

O
九
年
九
月
、
日
韓
併
合
を
目
前
に
し
て
、
日
本
と
中
国
が
結
ん

(
9
}
 

だ
い
わ
ゆ
る
「
間
島
協
約
」
で
日
本
は
間
島
を
中
国
領
と
認
め
た
。
こ
の

協
約
は
、
朝
鮮
人
の
居
住
、
往
来
、
土
地
所
有
権
等
を
規
定
し
て
い
る
ほ

か
、
中
国
が
、
竜
井
村
、
局
子
街
、
頭
道
溝
、
百
草
溝
を
古
問
母
地
と
し
て

。
開
放
す
る
こ
と
を
決
め
て
い
る
。
こ
こ
に
日
本
は
、
間
島
に
お
い
て
司

法
、
饗
察
権
を
行
使
す
る
こ
と
に
な
り
、
領
事
館
の
開
設
と
同
時
に
日
本

領
事
警
察
が
駐
在
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

さ
ら
に
、
一
九
一
五
年
の
二
十
一
カ
条
要
求
の
結
果
南
満
東
蒙
条
約
に



よ
り
、
日
本
は
問
烏
復
住
の
す
べ
て
の
朝
鮮
人
に
対
す
る
治
外
法
権
を
強

引
に
主
張
し
、
こ
れ
を
盾
に
し
て
、
折
か
ら
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
朝
鮮

民
族
独
立
運
動
い
わ
ゆ
る
「
不
蓬
鮮
人
」
の
取
締
強
化
に
本
格
的
に
乗
り

(

ぬ

)

(

口

)

出
す
こ
と
が
で
き
た
。
要
す
る
に
日
本
は
、
形
式
上
「
日
本
尽
民
」
た
る

紛
鮮
人
の
治
外
法
権
を
口
実
に
し
て
、
領
事
響
察
を
中
心
と
し
て
、
中
国

領
土
た
る
間
島
に
お
い
て
、
朝
鮮
人
統
制
政
策
を
押
し
進
め
た
の
で
あ

る
。
そ
の
結
果
、
朝
鮮
人
に
対
す
る
日
中
両
国
の
統
治
権
の
行
使
は
相
重

な
り
合
う
に
い
た
り
、
対
立
と
矛
盾
を
含
む
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
間
島
の
荷
埠
地
外
に
お
け
る
日
本
警
察
の
駐
在
お
よ
び
権

力
行
使
は
、
中
国
の
同
意
な
し
で
行
な
わ
れ
た
た
め
に
中
国
に
対
す
る
主

権
侵
害
も
し
く
は
一
般
統
治
権
の
制
約
を
意
味
し
、
そ
の
結
果
朝
鮮
人
取

締
を
め
ぐ
っ
て
、
し
ば
し
ば
両
国
警
察
に
よ
る
紛
争
が
起
っ
て
い
た
。

た
だ
、
こ
の
時
期
に
お
い
て
は
、
間
漁
問
題
は
日
中
間
の
基
本
的
対
立

と
な
っ
て
も
、
必
、
ず
し
も
両
国
間
の
大
き
な
懸
案
に
は
な
ら
な
か
っ
た
。

そ
の
理
由
は
、
日
本
に
と
っ
て
、
間
島
に
お
け
る
朝
鮮
民
族
の
独
立
運
動

が
そ
れ
ほ
ど
危
機
的
な
状
況
ま
で
に
護
っ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
本
格
的

で
体
係
的
な
対
間
島
政
策
が
い
ま
だ
確
立
さ
れ
て
お
ら
ず
、
従
っ
て
中
国

と
し
て
も
、
日
本
の
間
島
政
策
を
未
だ
致
命
的
な
侵
略
と
は
認
識
し
て
い

な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
一
九
一
九
年
に
朝
鮮
園
内
で
起
っ
た
「
三
・
一
独
立
万
歳
運

動
」
は
、
間
島
に
波
及
し
一
二
月
十
一
二
日
以
降
つ
づ
い
て
間
島
で
も
独
立
運

動
が
起
っ
た
。
そ
れ
は
朝
鮮
国
内
の
独
立
運
動
に
影
響
を
与
え
る
よ
う
に

幣
原
外
交
に
お
け
る
間
島
問
題

な
り
、
向
島
問
題
と
朝
鮮
問
題
と
は
相
関
連
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
翌
一
一

O
年
十
月
に
は
、
環
春
の
日
本
領
事
館
が
、
約
四
百
名
の
馬
賊
た
ち
(
こ

の
中
に
は
約
百
名
の
ご
小
還
鮮
人
」
が
参
加
し
て
い
た
と
い
わ
れ
て
い

る
)
に
よ
っ
て
襲
撃
さ
れ
、
日
本
人
十
一
一
一
名
が
射
殺
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る

ハ
ロ
)

「
簿
春
事
件
」
が
勃
発
し
た
。
日
本
政
府
は
、
独
立
万
歳
事
件
と
と
も
に

こ
の
海
春
事
件
を
朝
鮮
植
民
地
支
配
に
対
す
る
直
接
的
脅
威
と
見
な
し
、

朝
鮮
軍
、
関
東
軍
お
よ
び
シ
ベ
リ
ア
出
兵
箪
の
一
部
を
間
島
に
派
遣
し

た
。
出
兵
は
翌
年
五
月
ま
で
続
き
、
日
本
軍
は
無
差
別
朝
鮮
人
虐
殺
を
敢

行
し
た
。

こ
の
よ
う
な
事
件
を
経
て
、
日
本
は
、
朝
鮮
績
民
地
防
衛
の
た
め
に
、

間
島
朝
鮮
人
問
題
に
対
す
る
抜
本
的
対
策
の
必
要
性
を
痛
感
す
る
に
至
っ

た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
間
島
問
題
を
解
決
し
な
け
れ
ば
、
真
の
朝
鮮

支
配
は
あ
り
え
な
い
と
い
う
危
機
認
識
、
が
こ
こ
に
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。

一
九
一
一
一
年
一
月
、
土
日
林
替
軍
(
張
作
索
)
顧
問
斎
藤
恒
大
佐
が
、
陵

(
臼
)

軍
中
央
部
に
提
出
し
た
「
対
間
島
策
」
で
間
島
問
題
を
「
日
本
ノ
興
亡
ノ

問
題
」
と
し
て
論
じ
た
の
も
、
決
し
て
誇
張
で
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、
一

九
二

O
年
末
、
玄
洋
社
系
の
末
、
氷
節
(
一
八
九
六

l
一
九
六

O
)
の
よ
う

な
布
翼
国
家
主
義
者
た
ち
に
よ
っ
て
、
間
島
竜
井
村
を
首
都
と
す
る
「
大

(
は
)

高
麗
国
」
構
想
が
間
島
に
お
い
て
発
表
さ
れ
た
の
も
、
間
島
朝
鮮
人
の
独

立
運
動
の
高
揚
に
対
応
す
る
た
め
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
間
島
問
題
の
深
刻
性
の
認
識
に
基
づ
き
、
日
本
政
府

は
、
一
九
二

O
年
十
一
月
一
一
一

O
日
の
閣
議
で
「
間
烏
問
題
ニ
関
ス
ル
根
本

九



的
解
決
」
方
針
を
決
定
し
、
外
務
省
と
朝
鮮
総
督
府
(
以
下
総
督
府
と
略

称
す
る
)
が
協
議
し
て
間
島
の
「
警
察
組
織
ヲ
根
本
的
ユ
改
造
」
し
、
中

(

刊

日

}

国
側
に
も
協
調
を
要
請
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
翌
二
一
年
出
兵
軍

の
撤
退
と
前
後
し
て
、
五
月
十
六
日
か
ら
十
八
日
ま
で
原
敬
首
相
官
邸
で

関
か
れ
た
第
一
次
東
方
ム
誌
に
お
い
て
、
「
在
外
朝
鮮
人
ノ
保
護
墨
付
一
関

ス
ル
具
体
的
方
策
」
と
し
て
、
間
島
夜
往
朝
鮮
人
の
取
締
は
引
き
続
き
外

務
省
が
、
保
護
撫
育
は
弱
鮮
総
督
府
が
担
当
す
る
こ
と
と
決
定
さ
れ
た
。

か
く
し
て
、
日
本
の
対
向
島
政
策
は
、
外
務
省
と
朝
鮮
総
督
府
の
協
調
を

輸
と
し
て
俄
か
に
積
極
化
か
つ
兵
体
化
し
た
。
こ
こ
で
確
立
さ
れ
た
臼
本

の
対
間
島
政
策
の
推
進
過
程
を
中
閣
の
対
応
と
対
比
し
な
が
ら
、
五
-
一
ニ

O
暴
動
に
至
る
ま
で
の
日
本
の
対
間
島
朝
鮮
人
政
策
一
般
を
検
討
す
る
こ

と
に
し
た
い
。

外
務
省
は
、
上
記
の
基
本
方
針
に
基
づ
き
、
一
九
一
一

O
年
十
二
月
一
日

中
国
中
央
政
府
に
対
し
て
、
間
島
に
お
け
る
日
本
警
察
分
署
の
拡
充
設
置

を
正
式
に
要
求
し
、
中
国
側
の
不
承
認
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
二
十
九
日
に

は
、
犯
人
(
「
不
遜
鮮
人
」
等
)
捜
査
の
た
め
出
張
駐
在
す
る
と
の
名
目

〈
げ
)

で
、
二
道
灘
、
大
投
融
情
等
十
カ
所
に
新
た
な
分
箸
を
設
置
し
た
。
そ
の
結

果
、
間
島
に
お
け
る
日
本
の
警
察
力
は
一
挙
に
拡
大
強
化
さ
れ
、
十
八
カ

所
の
分
署
に
三
官
名
に
近
い
警
察
官
が
常
駐
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の

う
え
、
翌
一
二
年
二
月
外
務
省
と
総
督
府
と
の
合
意
に
よ
っ
て
、
間
島
の

日
本
警
察
を
一
千
名
内
外
ま
で
に
増
員
す
る
具
体
的
計
画
が
関
議
に
提
出

(

叩

同

)

さ
れ
た
。
そ
れ
は
、
当
時
大
庭
二
郎
朝
鮮
軍
司
令
官
と
張
作
家
と
の
関
で

四
O 

交
渉
中
で
あ
っ
た
間
島
朝
鮮
人
取
締
に
関
す
る
協
定
締
結
交
渉
に
悪
影
響

を
及
ぼ
す
ば
か
り
で
な
く
、
中
国
と
の
協
調
を
妨
げ
る
と
の
理
由
で
決
定

〈
印
)

は
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
日
本
の
対
間
島
政
策
の
ご
聞
を
如
実
に
一
示
す
も
の

で
あ
っ
た
。
豆
満
江
附
近
朝
鮮
国
境
内
の
武
山
、
会
内
卒
、
訓
戒
等
八
カ
所

の
警
察
署
長
を
外
務
省
銀
首
察
官
に
兼
任
さ
せ
た
の
も
、
間
島
に
お
け
る
日

本
警
察
力
強
化
策
の
一
環
で
あ
っ
た
。

こ
れ
と
並
行
し
て
総
督
府
は
、
領
事
警
察
の
協
力
の
下
に
、
朝
鮮
人
の

保
護
と
い
う
名
目
で
、
日
本
「
官
憲
ノ
監
督
取
締
比
較
的
充
分
ナ
ル
地

方
」
に
は
民
会
、
「
官
憲
ノ
カ
充
分
及
ヒ
能
ハ
サ
ル
地
方
」
に
は
保
民
会

(
初
)

と
称
す
る
綴
日
団
体
を
組
織
す
る
こ
と
に
拍
車
を
か
け
た
。
つ
ま
り
、
民

会
は
一
九
一
一
年
竜
井
村
に
組
織
さ
れ
た
の
を
は
じ
め
と
し
て
漸
次
設
震

を
み
て
い
た
が
、
一
九
二
一
年
に
は
一
挙
に
間
島
全
域
十
四
カ
所
に
設
置

さ
れ
た
。
民
会
と
保
民
会
の
主
な
事
業
は
間
島
戦
鮮
人
の
教
育
、
衛
生
、

金
融
な
ど
で
あ
り
、
殆
ど
大
部
分
の
事
業
は
総
努
府
の
指
導
下
で
行
わ
れ

た
。
そ
の
た
め
総
督
府
外
事
課
は
「
一
通
訳
生
」
と
い
う
名
前
で
職
員
を
民

会
の
相
談
役
と
し
て
間
島
の
各
領
事
館
に
派
遣
し
、
民
会
の
保
護
及
び
指

(
幻
)

導
に
当
ら
せ
た
。
し
か
し
、
民
会
の
実
際
の
機
能
は
朝
鮮
人
を
組
織
化
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
統
制
を
強
化
す
る
こ
と
に
あ
り
、
「
不
逗
鮮
人
」
〈
独
立

軍
)
の
取
締
検
挙
が
そ
の
根
本
目
的
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
日
本
輸
省
察

の
射
市
助
者
的
役
割
と
総
督
府
の
末
端
行
政
機
関
的
性
格
を
合
わ
せ
持
っ
て

い
た
の
で
あ
る
。

か
か
る
日
本
の
品
川
間
島
政
策
の
突
現
は
、
間
島
朝
鮮
人
に
対
す
る
中
国



側
の
支
配
力
排
除
と
、
内
部
分
裂
の
助
長
に
よ
る
朝
鮮
人
の
抵
抗
力
の
弱

体
化
を
は
か
り
、
間
島
朝
鮮
人
へ
の
日
本
の
直
接
支
配
体
制
の
確
立
を
狙

っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
日
本
の
本
格
的
な
間
島
侵
略
政
策
に
対
し
、
中
国
中
央
政
府

は
外
交
ル

I
ト
を
通
じ
て
、
間
島
在
駐
の
日
本
警
察
を
撤
退
さ
せ
る
よ
う

臼
本
政
府
に
要
求
し
乱
。
ま
た
、
間
烏
を
直
接
管
轄
し
て
い
る
東
三
省
の

張
作
察
政
府
も
、
一
九
一
二
年
八
月
以
来
延
士
口
警
察
庁
を
新
た
に
設
け
、

そ
れ
に
附
属
す
る
高
等
警
察
署
を
日
本
饗
察
分
署
所
在
地
附
近
に
配
置
し

て
日
本
警
察
の
行
動
を
監
視
す
る
等
、
日
本
に
対
抗
す
る
気
配
を
見
せ
た

が
、
積
極
的
な
実
力
行
使
ま
で
に
は
歪
ら
な
か
っ
た
。
東
一
一
一
省
政
府
は
民

会
に
つ
い
て
、
日
本
側
に
解
散
を
要
求
す
る
一
方
、
朝
鮮
人
に
は
、
民
会

か
ら
の
脱
会
を
強
要
し
た
。
他
方
朝
鮮
人
に
対
す
る
教
育
機
助
費
を
増
額

す
る
な
ど
朝
鮮
人
懐
柔
に
つ
い
て
も
政
策
的
配
慮
を
行
な
っ
問
。

以
上
の
よ
う
な
日
中
両
国
の
朝
鮮
人
に
対
す
る
穏
々
の
統
制
強
化
措
霞

は
、
直
接
的
に
は
日
本
の
間
島
朝
鮮
人
弾
圧
と
そ
れ
に
と
も
な
っ
た
中
間

側
の
対
坑
と
し
て
行
わ
れ
た
が
、
そ
の
裏
面
に
は
次
の
よ
う
な
背
景
が
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
関
ぬ
で
は
朝
鮮
人
が
全
住
民
の
約
八

O

%
を
占
め
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
間
島
情
勢
は
朝
鮮
人
の
向
背
如
何
に
か

か
わ
っ
て
い
る
と
の
現
実
に
即
し
た
日
中
両
国
の
間
島
朝
鮮
人
に
対
す
る

基
本
認
識
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
日
中
両
国
の
間
島
政
策
の
基
軸
と
な

る
の
は
戟
鮮
人
の
存
在
で
あ
り
、
間
島
問
題
を
左
布
、
決
定
し
う
る
の

も
、
雨
国
に
と
っ
て
呉
氏
族
た
る
朝
鮮
人
で
あ
る
と
い
う
認
識
で
あ
る
。

幣
原
外
交
に
お
け
る
間
島
問
題

こ
の
意
味
で
、
間
島
に
お
け
る
朝
鮮
人
の
動
向
は
両
国
に
と
っ
て
脅
威
と

し
て
の
一
扇
を
持
っ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
両
国
と
し
て
は
、
朝
鮮
人
に

対
す
る
確
固
た
る
支
配
権
を
確
立
し
、
彼
ら
の
抵
抗
力
を
脆
弱
化
さ
せ
る

必
要
性
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
溺
国
の
間
に
は
上
記
の
よ
う
な
基

本
的
対
立
が
あ
っ
た
た
め
、
外
交
交
渉
に
よ
る
協
調
対
応
は
困
難
で
あ

り
、
そ
の
結
果
両
国
の
政
策
は
、
各
々
武
力
を
背
景
と
す
る
直
接
支
配
体

制
酬
の
確
立
と
い
う
方
向
へ
限
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
の
た
め
に
行
な
わ
れ
た
日
本
側
の
種
々
の
措
置
は
、
間
同
島
を
そ
れ
ま

で
の
中
国
側
の
優
越
的
支
配
体
制
か
ら
、
日
中
併
存
支
配
体
制
へ
移
行
さ

せ
、
実
際
日
本
の
轡
察
力
は
徐
々
に
強
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ

る
。
こ
れ
に
対
す
る
中
国
側
の
態
度
は
、
表
面
的
に
は
日
本
に
対
抗
す
る

姿
勢
を
見
せ
な
が
ら
、
実
際
に
は
日
本
の
笑
力
的
容
吸
を
回
避
す
る
と
い

う
消
極
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
ま
た
、
中
国
側
に
よ
る
朝
鮮
人
の

活
動
規
制
に
つ
な
が
り
、
結
果
的
に
両
国
の
対
間
島
政
策
は
朝
鮮
人
の
統

制
強
化
と
い
う
磁
で
合
流
し
叫
相
乗
作
用
を
皇
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
日
中
間
の
関
係
は
、
一
九
二
五
年
六
月
三
矢
宮
松
総
督
府

饗
務
局
長
と
予
珍
奉
天
全
省
警
務
処
長
と
の
間
で
締
結
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る

〈

M
)

「
一
一
一
矢
協
定
」
と
い
う
具
体
的
形
態
と
し
て
現
わ
れ
た
。
こ
の
協
定
は
、

「
日
本
官
憲
ノ
指
名
ス
ル
不
港
間
」
を
中
国
側
が
逮
捕
し
日
本
側
に
引
渡

す
第
五
条
で
有
名
で
あ
る
が
、
実
際
上
は
中
国
側
が
日
本
警
察
の
駐
在
と

(
お
)

い
う
既
成
事
実
を
黙
認
す
る
代
り
に
、
今
後
日
本
の
越
境
出
兵
を
抑
制
す

る
と
い
う
点
が
重
要
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
日
本
は
中
国
の
協
力
に
よ

四



り
朝
鮮
人
統
制
の
強
化
を
計
り
、
中
閣
は
こ
れ
に
よ
っ
て
臼
本
の
直
接
的

な
武
力
侵
略
の
抑
制
を
計
っ
た
側
面
に
お
い
て

l
強
力
な
日
本
警
察
の
存

在
を
前
提
と
す
る
限
界
は
あ
っ
た
が
日
中
支
配
の
蛍
存
体
制
が
一
応
成

立
し
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

日
中
間
の
こ
う
し
た
一
見
奇
妙
な
協
調
関
係
の
誕
生
は
、
前
記
の
基
本

的
対
立
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
政
権
安
定
の
た
め
「
ア
ク
マ
テ
日
本
ニ
頼
ラ

ン
」
と
す
る
中
国
側
張
作
震
政
権
と
、
「
朝
鮮
領
有
及
満
州
ニ
経
営
ス
ル

事
今
日
釘
切
キ
場
合
ニ
ハ
、
自
衛
上
彼
(
張
作
震
一
筆
者
)
ト
給
フ
コ
ト

必
要
ナ
リ
」
と
い
う
日
本
側
の
意
図
が
一
致
し
た
結
果
で
あ
っ
た
。

以
上
の
過
程
を
総
じ
て
み
る
と
、
日
本
の
対
間
島
政
策
の
推
進
は
、
対

内
的
に
は
外
務
省
と
総
督
府
の
協
力
、
対
外
的
に
は
中
国
と
の
並
存
体
制

の
成
立
に
よ
っ
て
、
基
本
的
に
は
安
定
的
か
つ
着
実
に
強
化
さ
れ
て
い
た

と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
日
本
の
対
間
島
政
策
の
フ
レ
ー
ム

ワ
ー
ク
は
、
一
九
二
八
年
末
張
学
良
が
実
施
し
た
「
日
羽
織
」
に
よ
っ
て
大

き
く
崩
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

張
学
良
を
中
心
と
す
る
東
一
ニ
省
政
権
は
、
民
衆
の
国
権
閥
復
運
動
に
支

え
ら
れ
な
が
ら
、
日
却
臓
の
実
行
に
よ
り
日
本
の
東
北
干
渉
政
策
に
対
し
て

強
い
抵
抗
を
示
し
た
。
対
日
抵
抗
の
一
環
と
し
て
、
と
く
に
間
島
駐
在
日

(
幻
)

本
饗
察
の
撤
退
は
、
国
権
問
復
運
動
の
中
心
的
目
標
と
な
っ
た
。
つ
ま

り
、
日
本
の
間
島
響
察
は
、
ま
さ
に
日
本
の
間
島
侵
略
を
体
現
す
る
も
の

と
し
て
、
ま
た
日
本
の
間
島
侵
略
は
、
日
本
帝
国
主
義
の
満
州
併
合
の
第

一
段
階
と
し
て
見
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
中
国
側
は
日
本
警
察

四

の
間
島
駐
在
の
口
実
を
与
え
て
い
る
朝
鮮
人
を
、
白
木
帝
国
主
義
の
走
狗

(
〈
吉
空
白
H
L
目
)
と
見
な
し
、
帰
化
を
し
な
い
朝
鮮
人
か
ら
土
地
所
有
権

を
剥
奪
し
た
り
、
朝
鮮
人
の
新
た
な
移
住
を
禁
止
し
た
り
し
て
、
朝
鮮
人

(
お
)

圧
迫
を
通
じ
て
日
本
勢
力
を
駆
逐
す
る
政
策
を
展
開
し
た
。
か
か
る
状
況

の
変
化
は
、
上
記
日
中
間
の
並
存
体
制
の
変
化
を
意
味
し
、
朝
鮮
人
支
配

を
め
ぐ
っ
て
の
新
た
な
対
立
を
生
み
出
し
た

Q

そ
の
反
面
、
靭
鮮
人
に
対

す
る
日
中
両
国
の
統
制
力
そ
の
も
の
の
弛
緩
を
も
も
た
ら
し
た
。
そ
れ
に

よ
っ
て
、
間
島
朝
鮮
人
の
動
向
に
も
新
た
な
動
き
が
見
ら
れ
る
こ
と
に
な

る。
間
島
の
情
勢
変
化
を
来
し
た
も
う
一
つ
の
主
要
な
要
因
は
、
朝
鮮
人
を

中
心
に
共
産
主
義
が
浸
透
し
た
こ
と
で
あ
る
。
間
島
朝
鮮
人
に
対
す
る
共

産
主
義
の
浸
透
は
、
ロ
シ
ア
革
命
以
後
い
ち
早
く
始
ま
っ
て
い
た
が
、
本

格
的
な
活
動
は
、

M
-
L
派
、
上
海
派
、
ソ
ウ
ル
派
等
の
連
合
に
よ
る

「
朝
鮮
共
産
党
一
丹
建
準
備
委
員
会
」
が
一
九
二
九
年
六
月
数
化
に
設
立
さ

(
m
m
)
 

れ
て
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
が
時
期
的
に
易
験
直
後
、
日
中
間
の
対
立
が
最

も
尖
鋭
化
し
た
時
で
あ
っ
た
点
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。

朝
鮮
人
共
産
主
義
運
動
は
、
間
島
在
住
朝
鮮
人
の
社
会
的
、
政
治
的
状

況
を
反
映
し
た
日
・
中
・
朝
一
二
者
間
の
民
族
的
葛
藤
と
も
絡
み
合
っ
て
、

漸
次
そ
の
勢
力
を
拡
大
し
、
党
員
の
数
は
、
一
九
一
ニ

0
年
四
月
す
で
に
約

四
千
人
に
達
し
て
い
た
が
、
そ
の
圧
倒
的
多
数
を
占
め
て
い
た
の
は
下
層

(
釦
)

農
民
で
あ
っ
た
。
朝
鮮
人
共
産
党
の
勢
力
拡
大
は
、
日
中
両
国
に
と
っ
て

極
め
て
憂
慮
す
べ
き
事
態
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
共
産
主
義
を
媒
介
と
し



て
朝
鮮
人
全
般
に
、
雨
閣
に
対
す
る
拡
抗
が
組
織
化
さ
れ
る
こ
と
が
よ
り

懸
念
さ
れ
る
べ
き
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

(
む
)

こ
の
意
味
に
お
い
て
、
一
九
三

O
年
五
月
一
ニ

oaの
間
島
共
産
党
暴
動

は
、
帆
付
記
す
べ
き
事
件
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
同
暴
動
が
殆
ど
朝
鮮
人
の

手
に
よ
っ
て
行
わ
れ
、
日
中
両
国
に
対
し
て
全
面
的
対
決
姿
勢
を
明
確
に

し
な
が
ら
潔
一
二
年
李
立
一
一
一
路
線
が
転
換
さ
れ
る
ま
で
長
期
間
持
続
的
に

激
烈
な
闘
争
な
繰
り
広
げ
た
も
の
で
あ
り
、
日
中
両
国
の
間
島
支
配
維
持

に
重
大
な
危
機
を
も
た
ら
し
、
そ
の
結
巣
両
国
を
し
て
間
島
朝
鮮
人
に
対

す
る
政
策
の
再
検
討
を
促
し
た
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

五
・
一
ニ

O
暴
動
以
後
に
お
け
る
間
島
朝
鮮
人
の
動
向
は
、
日
本
に
と
っ
て

朝
鮮
植
民
地
支
配
お
よ
び
間
島
朝
鮮
人
に
対
す
る
支
配
体
制
を
脅
か
す
も

の
で
あ
り
、
他
方
、
中
国
に
と
っ
て
も
直
接
的
に
対
日
紛
争
を
惹
起
す
る

危
険
性
を
は
ら
む
と
同
時
に
、
東
一
一
一
省
政
府
へ
の
挑
戦
を
慈
味
す
る
も
の

で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
朝
鮮
人
の
動
向
は
、
日
中
両
国
に
と
っ
て
共

通
の
脅
威
と
な
り
、
朝
鮮
人
に
対
す
る
統
制
強
化
の
必
要
性
が
改
め
て
認

識
さ
れ
た
。
以
下
で
は
こ
う
し
た
事
実
を
踏
ま
え
つ
つ
事
件
後
の
日
中
両

国
の
対
応
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
こ
と
に
し
た
い
。

間
島
支
配
体
制
と
し
て
の
幣
原
構
恕

暴
動
は
五
月
一
一
一

O
日
午
前
十
二
時
竜
井
村
で
始
ま
っ
て
、
日
本
飯
事

館
、
東
拓
、
警
察
分
署
、
中
国
人
地
主
な
ど
に
対
し
て
攻
駿
を
開
始
し
、

幣
原
外
交
に
お
け
る
間
島
問
題

そ
の
範
囲
は
漸
次
拡
大
し
間
島
全
土
へ
広
が
っ
た
。

暴
動
の
勃
発
を
伝
え
る
附
悶
兼
一
間
島
総
領
事
の
電
線
に
接
し
た
幣
限

外
相
は
「
五
月
一
一
一

0
日
閥
均
地
方
ニ
於
ケ
ル
鮮
人
共
産
主
義
者
ノ
暴
動
ハ

暴
一
党
問
地
方
支
那
官
憲
ガ
我
警
察
官
ノ
任
務
遂
行
ヲ
妨
害
シ
タ
ル
ニ
山
山
デ

之
ガ
為
彼
我
警
察
官
出
版
ノ
関
係
兎
角
円
満
ヲ
欠
キ
居
リ
タ
ル
ニ
梁
セ
ラ
レ

タ
ル
モ
ノ
ト
認
メ
ラ
レ
ル
処
此
健
ニ
テ
ハ
不
逢
鮮
人
ノ
跳
梁
倍
々
甚
シ
ク

(
沼
)

事
態
ハ
一
一
勝
悪
化
ス
ル
成
」
が
あ
る
と
情
勢
を
判
判
断
し
た
。
幣
阪
は
易
峨

以
来
、
日
中
間
の
関
係
怒
化
に
よ
る
間
島
朝
鮮
人
に
対
す
る
統
制
力
の
弛

緩
に
つ
い
て
し
ば
し
ば
憂
慮
を
表
明
し
て
い
た
が
、
今
回
の
暴
動
に
よ

り
、
そ
れ
が
現
実
の
も
の
と
な
っ
て
き
た
と
認
識
し
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
幣
原
は
六
月
十
六
日
と
二
十
六
日
の
岡
田
総
領
事
の
警
察
官

二
百
名
の
増
員
要
請
を
拒
否
し
た
。
幣
原
は
岡
田
へ
の
問
答
に
お
い
て
、

当
面
の
目
標
と
し
て
中
国
と
の
協
調
に
よ
り
向
島
の
治
安
を
確
保
す
る
必

要
が
あ
る
こ
と
を
強
調
し
た
上
で
、
「
我
方
二
百
名
ノ
増
員
ハ
支
那
側
数

倍
ノ
増
員
ヲ
誘
致
ス
ヘ
グ
、
結
局
ハ
日
支
双
方
ノ
実
力
対
抗
ハ
底
止
ス
ル

{
お
)

所
ヲ
知
ラ
サ
ル
ニ
至
ル
虞
ア
リ
」
と
述
べ
、
磐
田
察
官
の
増
員
が
中
国
と
の

関
係
慈
化
を
促
進
す
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

こ
う
し
た
日
本
の
反
応
と
は
対
照
的
に
、
中
国
側
官
窓
は
、
朝
鮮
人
共

産
党
の
活
動
を
日
本
の
謀
略
、
援
附
切
に
よ
る
も
の
と
信
じ
て
い
た
。
こ
の

た
め
、
中
国
側
は
今
回
の
暴
動
を
「
日
本
カ
満
蒙
侵
略
ノ
野
心
ヲ
滋
行
ス

ル
タ
メ
、
出
兵
ノ
口
実
ヲ
得
ン
ト
シ
テ
敢
行
セ
シ
メ
タ
ル
モ
ノ
」
と
認
識

し
、
共
産
党
及
び
朝
鮮
人
の
取
締
な
積
極
的
に
行
な
う
と
と
も
に
、
こ
の

四



(

引

抗

}

機
会
を
「
排
日
間
権
回
復
運
動
エ
利
用
」
し
よ
う
と
し
た
。
す
な
わ
ち
、

中
国
側
は
、
今
回
の
暴
動
を
利
用
し
た
日
本
の
間
島
出
兵
を
強
く
饗
戒
し

な
が
ら
も
、
間
島
治
安
維
持
の
た
め
朝
鮮
人
共
産
党
の
取
締
を
積
極
化
す

る
意
図
を
明
ら
か
に
し
た
。
東
一
一
一
省
政
府
は
、
極
力
日
本
の
干
渉
を
排
除

し
つ
つ
、
朝
鮮
人
共
産
党
を
取
締
る
と
い
う
方
針
を
樹
立
し
、
そ
の
実
行

策
と
し
て
、
六
月
十
四
日
「
共
産
党
取
締
弁
法
」
を
発
布
し
、
ま
た
次
の

〈
お
)

よ
う
な
対
日
本
策
を
決
定
し
た
。

(
一
)
商
埠
地
外
居
住
朝
鮮
人
の
保
護
取
締
は
一
切
支
那
側
に
お
い
て

之
に
当
り
、
日
本
官
懇
の
取
締
執
行
を
認
め
ず
且
つ
極
カ
そ
の
行
動
を
阻

止
す
る
こ
と
。

(
二
)
現
在
間
島
地
方
各
市
開
埠
地
外
に
設
置
せ
る
日
本
警
察
派
遣
所
は

至
急
撤
退
方
省
政
府
よ
り
南
京
政
府
に
申
請
す
る
こ
と
。

こ
の
間
、
現
地
で
は
続
出
す
る
共
産
党
暴
動
鎮
圧
の
た
め
、
六
月
十
日

日
本
警
察
は
一
斉
検
挙
を
笑
施
し
、
竜
井
村
で
暴
動
指
導
隊
長
金
鼓
(
二

(
お
)

九
歳
)
以
下
十
数
名
を
逮
捕
し
た
。
中
国
側
に
お
い
て
も
朝
鮮
人
統
制
の

強
化
と
共
産
党
取
締
に
対
す
る
具
体
的
方
針
が
箪
輯
首
長
官
か
ら
下
級
寧
警

に
制
訓
令
さ
れ
、
銃
殺
を
含
む
徹
底
し
た
取
締
を
実
施
し
よ
う
と
し
た
の
で

あ
る
。
し
か
し
共
産
党
は
組
織
的
な
暴
動
を
展
開
し
、
頭
遂
講
で
は
白
木

領
事
館
が
襲
撃
さ
れ
る
な
ど
間
島
の
治
安
は
依
然
と
し
て
回
復
で
き
ず
、

親
日
朝
鮮
人
を
は
じ
め
出
先
官
憲
は
幣
原
の
「
協
調
に
よ
る
治
安
維
持
」

方
針
を
、
軟
弱
外
交
と
し
て
非
難
す
る
一
方
、
朝
鮮
総
督
府
に
対
し
て
積

極
的
な
対
応
を
要
求
し
た
。

四
四

六
月
十
日
「
間
島
揮
春
内
地
人
会
連
合
会
」
は
、
浜
口
首
相
を
は
じ
め

外
相
・
拓
相
・
朝
鮮
総
督
府
・
朝
鮮
第
一
吋
令
官
・
政
友
会
・
民
政
党
等
に

〈
幻
)

陳
情
書
を
送
り
、
「
一
刻
も
早
く
此
の
直
面
せ
る
不
安
を
除
去
」
す
る
こ

と
を
要
求
し
た
。
ま
た
、
六
月
二
十
七
日
間
島
総
領
事
館
の
相
場
諸
問
符
察

部
長
は
斎
藤
実
朝
鮮
総
督
に
「
今
後
積
極
的
自
一
間
島
治
安
ヲ
維
持
シ
ウ
ル

〈
泊
)

方
法
ヲ
講
ス
ル
ヘ
キ
」
こ
と
を
具
申
し
た
。
林
久
治
郎
奉
天
総
領
事
は
混

乱
し
て
い
る
間
島
地
方
を
視
察
し
た
後
、
六
月
末
京
城
で
斎
藤
朝
鮮
総
督

と
間
島
情
勢
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
会
談
に
お
い
て
林
は
、
「
間
'
誌
の
現

状
は
、
支
那
側
は
執
微
な
る
圧
迫
と
反
日
間
の
跳
梁
に
よ
り
、
我
留
は
将

に
岐
路
に
立
つ
る
の
感
が
あ
る
:
:
:
現
勢
を
維
持
す
る
為
に
は
尚
相
当
の

饗
察
力
を
増
加
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
総
督
府
自
ら
窓
見
を
確
定
し
強
〈
政

(

叩

叩

)

府
に
進
言
し
積
極
的
対
策
を
講
ず
る
べ
き
」
で
あ
る
と
述
べ
、
総
督
府
が

積
極
的
な
役
割
を
果
す
よ
う
主
張
し
た
。

こ
う
し
た
現
地
の
一
致
し
た
態
度
は
、
今
回
の
暴
動
に
お
け
る
朝
鮮
人

の
動
向
が
、
日
本
に
と
っ
て
深
刻
な
脅
威
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
、
幣
原

の
不
十
分
な
対
応
へ
の
不
満
を
、
向
島
問
題
に
直
接
か
か
わ
り
を
持
つ
朝

鮮
総
督
府
に
圧
力
を
か
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
実
現
し
よ
う
と
し
た
も
の
で

あ
っ
た
。
こ
の
要
望
一
に
答
え
て
斎
藤
は
七
月
上
京
の
際
「
抑
制
鮮
ノ
統
治
上

{

州

叫

)

間
島
ノ
事
態
ヲ
等
関
根
シ
符
ス
」
と
言
明
し
、
現
地
出
先
の
意
見
を
支
持

し
て
、
外
務
、
拓
務
同
大
院
に
積
極
的
な
対
応
を
促
し
た
。
そ
の
た
め
幣

原
と
し
て
は
朝
鮮
総
督
府
を
は
じ
め
、
向
島
統
治
の
上
で
関
連
の
あ
る
出

先
の
意
見
を
調
整
し
、
今
後
の
対
向
島
政
策
を
確
立
す
る
必
要
に
せ
ま
ら



れ
た
。幣

原
は
斎
藤
の
上
京
を
機
会
に
、
岡
邸
間
島
総
領
事
・
林
久
治
郎
奉
天

総
領
事
枇
?
を
帰
京
さ
せ
、
七
月
三
十
日
外
相
官
邸
に
お
い
て
「
間
島
饗
備

問
題
協
議
会
」
を
開
催
し
た
。
協
議
会
の
経
過
に
つ
い
て
は
明
ら
か
で
は

な
い
が
、
向
島
の
治
安
維
持
問
題
に
重
点
が
震
か
れ
て
い
た
こ
と
は
容
易

に
縫
察
で
き
よ
う
。
と
く
に
、
協
議
会
に
お
い
て
幣
原
が
次
の
よ
う
に
自

身
の
対
向
島
政
策
の
基
本
方
針
を
明
ら
か
に
し
た
の
が
注
目
さ
れ
る
。
幣

原
は
間
島
情
勢
が
常
に
朝
鮮
の
治
安
に
対
し
重
大
な
る
影
響
を
及
ぼ
し
て

い
る
と
の
根
本
認
識
の
下
で
、
今
後
の
間
島
政
策
の
基
本
目
標
と
し
て
次

ハH
引
〉

の
三
点
を
あ
げ
て
い
る
。

〈
一
)
「
間
島
ヲ
不
蓬
鮮
人
ノ
巣
窟
タ
ラ
シ
メ
サ
ル
コ
ト
」
。

(
一
一
)
「
間
島
ヲ
共
産
党
ノ
策
源
地
タ
ラ
シ
メ
サ
ル
コ
ト
」
。

(
一
一
一
)
「
間
島
在
住
朝
鮮
人
ヲ
シ
テ
安
ン
ジ
テ
居
住
営
業
シ
得
シ
ム
ル

コト」。

幣
原
に
と
っ
て
〈
一
)
(
二
)
が
第
一
義
的
目
標
で
あ
っ
て
、
(
三
)
は
第

二
義
的
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

幣
原
は
、
ま
ず
間
島
へ
の
臼
本
の
関
心
お
よ
び
決
意
を
中
国
側
に
了
解

せ
し
め
る
と
と
も
に
、
中
国
側
が
最
も
お
そ
れ
て
い
る
間
島
へ
の
日
本
警

察
の
介
入
は
「
決
シ
テ
侵
略
ヲ
行
フ
モ
ノ
ニ
非
ス
、
日
本
ノ
設
そ
重
大
ナ

ル
利
害
問
題
ニ
処
ス
ル
為
正
当
防
衛
ノ
手
段
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
を

強
調
し
た
。
す
な
わ
ち
、
日
本
の
立
場
を
中
国
に
認
識
さ
せ
る
こ
と
に
よ

り
両
国
の
関
係
改
善
を
計
り
、
そ
れ
を
突
破
口
と
し
て
新
し
い
日
中
協
調

幣
原
外
交
に
お
け
る
間
島
問
題

関
係
を
樹
立
し
た
い
と
考
え
た
。
幣
涼
は
、
阿
国
の
関
係
改
善
の
下
で

「
臼
本
人
ヲ
教
官
又
ハ
顧
問
等
適
当
ノ
名
義
ニ
テ
蒋
傭
」
し
、
そ
の
教

官
、
顧
問
等
に
よ
っ
て
「
支
那
側
ノ
警
察
組
織
及
素
質
ノ
改
善
」
を
実
現

す
る
と
い
う
具
体
的
計
画
を
示
し
た
。

こ
の
よ
う
な
幣
原
の
対
間
島
構
想
は
、
九
月
十
日
吉
林
1
間
島
、
奉
天

(
必
)

の
各
総
領
事
に
「
間
島
治
安
維
持
ニ
関
ス
ル
一
般
交
渉
説
令
」
と
し
て
伝

え
ら
れ
た
。
こ
れ
は
上
記
の
七
月
三
十
日
の
幣
原
構
想
を
さ
ら
に
具
体
化

し
た
も
の
で
、
中
国
欝
佼
抑
制
度
の
改
善
策
が
詳
細
に
明
示
さ
れ
て
い
る
点

で
注
目
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
幣
原
構
想
の
核
心
と
も
言
う
べ
き
、
中
国
側

警
察
改
善
の
具
体
的
方
法
と
し
て
、
(
一
)
日
本
警
察
専
門
家
を
聴
傭
せ

し
め
警
察
改
善
に
参
闘
せ
し
む
る
こ
と
、
つ
己
警
察
官
養
成
機
関
を
開

設
せ
し
め
日
本
の
専
門
家
な
招
融
押
し
て
養
成
に
当
ら
し
む
る
こ
と
、
(
一
二
)

地
方
警
察
に
日
本
磐
田
察
指
導
者
を
入
れ
警
察
運
用
上
の
指
導
に
任
ぜ
し
む

る
こ
と
、
(
四
)
警
察
幹
部
養
成
の
為
臼
本
に
留
学
生
を
派
遺
す
る
こ
と
、

な
ど
で
あ
る
。
要
す
る
に
幣
原
の
構
想
は
、
間
島
に
お
け
る
朝
鮮
人
の
統

制
が
両
国
に
と
っ
て
政
治
上
重
大
問
題
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
し
て
、
日

本
警
察
の
指
導
の
も
と
に
、
同
溺
警
察
の
協
調
体
制
の
成
立
を
企
図
し
た

も
の
で
あ
る
。
端
的
に
い
え
ば
、
幣
原
構
想
は
、
間
島
に
お
け
る
日
中
間

の
協
調
そ
れ
自
体
を
目
標
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
究
極
的
に
は
、
日
本

警
察
の
指
導
下
に
臼
中
両
国
の
朝
鮮
人
に
対
す
る
統
制
権
力
の
一
元
化
に

よ
る
、
よ
り
強
固
な
支
配
体
制
の
樹
立
を
計
っ
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

し
か
し
、
こ
れ
は
、
従
来
日
本
が
推
し
進
め
て
き
た
武
力
を
背
景
と
し

四
五



た
直
接
統
治
方
式
と
比
較
す
れ
ば
、
こ
れ
以
上
武
力
の
増
強
を
行
な
わ

ず
、
中
国
と
の
正
式
な
協
調
体
制
の
成
立
に
よ
る
間
接
的
支
配
体
制
の
確

立
を
計
っ
て
い
る
点
で
白
木
に
と
っ
て
大
き
な
政
策
上
の
転
換
で
あ
っ

た。
幣
療
構
想
に
批
判
的
で
あ
っ
た
の
は
、
向
島
朝
鮮
人
の
動
向
に
よ
っ
て

最
も
夜
接
影
響
を
蒙
る
立
場
に
あ
っ
た
朝
鮮
総
督
府
と
朝
鮮
軍
で
あ
っ

た
。
幣
原
機
想
が
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
時
期
と
ほ
ぼ
同
時
期
、
一
九
一
一
一

O
年
八
月
に
朝
鮮
軍
司
令
部
が
陸
軍
省
と
参
謀
本
部
に
提
出
し
た
「
間
島

〈

川

叫

)

事
件
ニ
関
ス
ル
観
察
及
意
見
」
の
中
で
、
朝
鮮
軍
は
、
幣
涼
の
対
間
島
構

想
を
「
事
勿
レ
主
義
ニ
偏
シ
、
進
テ
難
局
ヲ
突
破
セ
ン
ト
ス
ル
ノ
熱
ト
一

致
ノ
努
力
ヲ
欠
」
い
て
い
る
と
批
判
し
た
後
、
間
島
問
題
の
根
本
解
決
の

た
め
に
「
開
戦
ヲ
前
提
ト
ス
ル
大
決
心
」
で
「
間
島
-
一
佐
川
隅
等
ノ
暴
動
ヲ

発
生
セ
シ
メ
事
態
ノ
拡
大
ニ
乗
シ
欝
察
官
ノ
出
動
ト
出
兵
ヲ
断
行
シ
十
分

ナ
ル
解
決
ヲ
計
ル
」
と
の
強
硬
な
態
度
を
見
せ
た
。
朝
鮮
軍
は
、
間
島
問

題
の
解
決
は
軍
事
力
に
よ
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
の
考
え
の
も
と
で
、
間
島

朝
鮮
人
に
よ
る
排
日
暴
動
を
起
せ
し
め
、
一
挙
に
武
力
解
決
の
機
会
を
作

り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
一
九
二

O
年
の
間
島
出
兵
の
際
に
行
っ
た
朝
鮮
人
虐

殺
の
再
演
を
ね
ら
っ
た
陰
謀
を
計
一
凶
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

ま
た
同
じ
こ
ろ
九
月
六
日
、
幣
原
構
想
が
現
地
山
山
先
に
伝
達
さ
れ
る
直

(

日

叫

)

節
、
朝
鮮
総
督
府
は
「
間
島
治
安
-
一
関
ス
ル
件
」
と
題
す
る
文
書
を
拓
務

省
に
送
り
、
こ
れ
を
原
案
に
し
て
拓
務
省
が
外
務
省
と
具
体
的
協
議
を
行

な
う
こ
と
を
依
頼
し
た
。
総
督
府
は
間
島
が
朝
鮮
と
相
隣
接
し
、
居
住
者

四
六

の
大
部
分
が
朝
鮮
人
で
あ
る
現
実
を
議
姿
視
し
て
、
間
島
が
あ
く
ま
で
朝

鮮
の
一
部
で
あ
る
と
の
立
場
か
ら
、
(
一
)
間
島
警
察
の
増
員
と
同
時
に

現
在
の
領
事
警
察
を
朝
鮮
総
督
府
に
委
任
す
る
こ
と
、
(
二
)
間
島
総
領

事
を
朝
鮮
総
督
が
推
薦
す
る
総
督
府
高
等
官
の
中
か
ら
任
命
す
る
こ
と
、

等
を
骨
子
と
す
る
対
間
島
政
策
を
決
定
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
総
督
府

の
こ
れ
ら
の
方
針
は
一
九
二

O
年
以
来
の
一
貫
し
た
主
張
で
あ
り
間
島
問

題
を
日
中
間
の
外
交
問
題
で
は
な
く
、
朝
鮮
国
内
問
題
と
し
て
扱
お
う
と

し
て
い
る
点
に
そ
の
特
質
が
あ
る
。

ま
た
お
の
雨
案
は
間
島
を
自
分
た
ち
の
管
轄
下
に
閥
単
き
実
力
に
よ
る
間

島
直
接
統
治
を
基
本
路
線
と
し
て
い
る
い
白
川
で
共
通
し
て
い
た
。
す
な
わ

ち
、
朝
鮮
軍
と
総
督
府
の
態
度
は
、
も
は
や
間
島
問
題
は
外
務
省
に
よ
っ

て
は
到
底
解
決
し
え
な
い
の
で
自
分
た
ち
の
手
で
解
決
す
る
以
外
方
法
は

な
い
と
い
う
決
意
の
表
切
で
あ
り
、
ま
た
外
務
省
に
対
す
る
強
い
批
判
で

も
あ
っ
た
。

両
者
の
よ
記
の
よ
う
な
態
度
は
、
五
・
コ
一

O
暴
動
事
件
後
、
川
島
義
之

第
十
九
師
団
(
朝
鮮
緩
南
駐
屯
)
長
、
児
玉
秀
雄
朝
鮮
総
督
府
政
務
総
監
、

(
必
)

小
坂
願
造
拓
務
次
官
等
が
向
島
を
視
察
し
て
い
た
事
実
か
ら
も
、
そ
の
積

極
的
姿
勢
が
見
ら
れ
る
。

幣
原
が
、
上
記
の
よ
う
な
朝
鮮
総
督
府
な
ら
び
に
朝
鮮
軍
の
強
硬
な
反

対
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
政
策
転
換
を
計
っ
た
背
景
に
は
、
次
の
よ
う
な
要

素
が
働
い
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
第
一
に
、
日
本
の
輸
出
市
場
と
し
て

中
国
本
部
に
強
い
関
心
を
有
し
て
い
た
幣
原
と
し
て
は
、
間
島
へ
の
利
害



を
以
て
全
中
国
へ
の
進
出
を
阻
害
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
判
断
が
あ
っ

ハ
皿

3
た
。
間
島
は
彼
に
と
っ
て
日
本
が
擁
護
す
べ
き
多
く
の
中
国
権
益
の
一
部

に
過
ぎ
ず
、
間
島
に
対
す
る
直
接
的
武
力
行
使
に
よ
っ
て
日
中
関
係
全
般

が
悪
化
す
る
よ
う
な
事
態
は
、
絶
対
に
避
け
る
べ
き
で
あ
っ
た
。

第
二
に
、
対
満
蒙
政
策
に
限
っ
て
も
、
幣
原
は
間
島
の
朝
鮮
人
問
題
よ

り
も
中
国
側
の
満
鉄
競
争
線
の
建
設
防
止
等
を
通
じ
た
経
済
的
権
益
の
擁

{
幻
)

護
を
重
要
視
し
て
い
た
た
め
、
間
島
で
の
日
中
関
係
の
悪
化
が
、
ひ
い
て

は
日
本
の
満
蒙
権
益
全
体
に
打
撃
を
与
え
る
の
を
お
そ
れ
て
い
た
。

第
三
に
、
こ
れ
が
最
も
本
質
的
な
理
由
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
間
島
に
対

す
る
日
本
の
武
力
を
背
景
に
し
た
強
圧
的
政
策
は
す
で
に
限
界
に
達
し
て

お
り
こ
九
一
一
一

O
年
十
二
月
現
在
、
日
本
の
間
島
警
察
は
五
百
九
十
六
名

(
錫
〉

に
迷
し
て
、
日
本
の
全
在
外
駐
夜
皆
祭
の
半
分
以
上
を
占
め
て
い
た
)
、

従
っ
て
中
国
と
の
協
調
な
し
で
は
も
は
や
間
烏
の
治
安
維
持
は
不
可
能
で

あ
る
、
と
幣
原
は
認
識
し
て
い
た
。
換
言
す
れ
ば
、
従
来
の
よ
う
な
警
察

官
の
増
員
も
し
く
は
寧
の
出
兵
を
以
て
、
間
島
へ
の
支
配
力
強
化
を
追
求

す
る
政
策
は
、
中
国
民
衆
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
衝
突
す
る
結
果
、
既
存

の
支
配
力
す
ら
も
揺
が
し
、
抑
制
鮮
植
民
地
統
治
に
も
慈
影
響
を
及
ぼ
す
と

〈
必
)

の
危
機
認
識
が
存
在
し
て
い
た
と
見
ら
れ
る
。

間
島
に
お
け
る
中
国
の
排
日
運
動
は
、
易
峨
以
来
次
第
に
勢
い
を
増
し

て
き
た
が
、
一
九
一
一
一

O
年
七
月
、
常
井
村
お
よ
び
局
子
街
に
お
け
る
民
間

有
力
者
は
よ
り
組
織
的
な
排
日
運
動
を
展
開
す
る
た
め
「
全
延
辺
外
交
協

会
」
を
組
織
し
た
。
こ
れ
に
加
え
、
八
月
に
は
間
島
で
中
国
人
が
最
も
多

幣
原
外
交
に
お
け
る
間
島
問
題

い
田
川
子
衡
を
中
心
に
、
箪
と
警
察
も
参
加
し
た
排
日
示
威
が
行
な
わ
れ

(
印
)

た
。
一
示
威
行
動
に
参
加
し
た
民
衆
は
、
「
打
到
日
本
帝
国
主
義
」
、
「
治
外

法
権
撤
廃
」
、
「
日
本
警
察
撤
去
」
等
を
主
張
し
、
間
島
に
お
け
る
中
国
の

排
日
運
動
は
官
民
一
致
し
た
も
の
へ
と
発
展
し
て
い
っ
た
。
か
か
る
背
景

を
考
慮
し
た
よ
で
、
幣
回
以
は
武
力
の
増
強
に
よ
り
中
国
に
正
面
か
ら
挑
戦

す
る
こ
と
よ
り
も
、
外
交
交
渉
に
よ
る
日
中
間
の
協
調
体
制
を
樹
立
す
る

方
が
、
中
長
期
的
に
見
た
場
合
、
む
し
ろ
政
策
的
有
効
性
が
あ
る
と
判
断

し
た
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
幣
四
郎
の
構
想
を
導
き
出
し
た
背
景
に
は
、
一
九
三

O
年
に
入
っ

て
か
ら
中
国
側
の
間
島
朝
鮮
人
の
政
策
に
変
化
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
で

き
よ
う
。
中
国
吉
林
省
政
府
(
張
作
栂
)
は
、
一
九
一
一
一

O
年
一
月
に
は

「
朝
鮮
人
移
住
防
止
訓
令
」
を
、
三
月
に
は
「
不
逗
鮮
人
取
締
訓
令
」
を

(
臼
)

発
し
て
、
従
来
以
上
に
、
よ
り
積
極
的
に
朝
鮮
人
を
統
制
し
よ
う
と
し
た

ほ
か
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
五
・
一
ニ

O
暴
動
を
き
っ
か
け
に
「
共
産
党
取

締
弁
法
」
を
発
布
し
て
、
共
産
党
取
締
に
つ
い
て
も
そ
の
姿
勢
を
明
確
に

し
て
い
た
。
こ
れ
ら
中
国
側
の
政
策
変
化
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
朝
鮮

人
と
共
産
党
の
取
締
を
通
じ
て
間
島
で
の
支
配
体
制
を
充
実
さ
せ
、
日
本

の
問
向
島
侵
略
の
限
止
を
期
そ
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
「
不
運

鮮
人
」
お
よ
び
共
産
党
に
対
す
る
取
締
強
化
と
い
う
側
面
に
お
い
て
は
、

日
中
双
方
の
政
策
的
自
襟
が
一
致
し
て
お
り
、
双
方
に
と
っ
て
提
携
の
余

地
が
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
日
本
と
中
国
の
朝
鮮
人
統
制
酬
の
論
理
の
中
に
は
、

対
立
し
つ
つ
も
奇
妙
に
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
す
る
局
面
が
存
在
し
て
い
た
の

四
七



で
あ
る
。
幣
原
の
構
想
は
、
こ
う
し
た
日
中
間
の
朝
鮮
人
に
対
す
る
関
係

を
巧
み
に
利
用
し
て
、
政
策
的
妥
協
の
可
能
性
を
探
ろ
う
と
し
た
も
の
で

あ
っ
た
。
五
・
一
ニ

O
暴
動
直
後
幣
原
が
、
警
察
官
の
増
員
要
求
を
拒
ん
だ

理
由
の
根
底
に
は
、
そ
う
し
た
日
中
間
の
関
係
に
衝
撃
を
与
え
て
は
な
ら

(
白
山
)

な
い
と
い
う
、
戦
略
的
な
配
慮
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

か
く
て
こ
の
政
策
の
実
現
の
た
め
、
幣
原
は
、
朝
鮮
軍
と
総
督
府
を
出

し
放
い
た
形
で
、
九
月
十
日
、
中
国
側
と
交
渉
を
開
始
す
る
よ
う
奉
天
、

吉
林
、
間
島
各
総
領
事
に
訓
令
し
た
の
で
あ
っ
た
。

幣
康
の
間
島
構
想
の
展
開
と
中
箆

幣
涼
外
相
の
訓
令
に
基
づ
く
中
国
と
の
交
渉
が
開
始
さ
れ
る
前
に
、
中

共
の
長
沙
占
領
と
同
時
刻
、
す
な
わ
ち
七
月
三
十
一
日
か
ら
八
月
一
日
に

か
け
て
、
四
、
五
百
名
の
胡
朝
鮮
人
共
渡
党
に
よ
っ
て
士
口
数
線
沿
線
の
敦
化
地

方
で
武
装
蜂
起
が
起
り
、
朝
鮮
人
共
産
党
員
た
ち
は
古
敦
線
橋
、
梁
を
二
か

所
破
壊
し
、
電
線
を
切
断
し
、
さ
ら
に
中
国
軍
や
官
憲
を
襲
撃
し
て
武
器

を
強
奪
し
た
。
こ
れ
を
き
っ
か
け
に
中
国
側
は
、
共
産
党
の
取
締
の
名
目

で
「
外
患
内
憂
ノ
根
源
撲
滅
ヲ
期
」
す
る
た
め
、
間
島
朝
鮮
人
に
対
す
る

徹
底
的
な
取
締
を
実
施
し
、
朝
鮮
人
の
無
差
別
的
な
検
挙
を
行
な
っ
た
。

そ
れ
に
よ
り
、
朝
鮮
人
二
百
数
十
名
が
共
産
党
容
疑
者
と
し
て
中
国
当
局

に
検
挙
さ
れ
、
ま
た
、
九
月
五
日
に
は
李
常
春
外
十
四
名
(
そ
の
う
ち
十

〈お〉

名
は
日
本
国
籍
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
)
が
銃
殺
さ
れ
る
と
い
う
事
件

四

^ 

が
発
生
し
た
。

こ
う
し
た
状
況
下
で
、
石
射
猪
太
郎
官
林
総
領
事
は
、
中
国
側
の
朝
鮮

人
に
対
す
る
不
当
措
置
に
つ
い
て
吉
林
当
局
に
強
く
抗
議
し
、
現
地
で
の

日
中
関
係
は
悪
化
し
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
、
幣
原
は
中
国
側
の
朝
鮮
人

取
締
に
対
す
る
日
本
の
抗
議
が
、
か
え
っ
て
日
中
間
の
衝
突
を
惹
起
し
、

同
時
に
中
国
側
の
共
産
党
「
取
締
方
針
ニ
影
響
ヲ
及
ホ
時
」
虞
が
あ
る
と

考
え
、
九
月
二
十
九
日
再
度
、
「
訓
令
主
義
ツ
キ
中
国
ト
ノ
交
渉
ヲ
遼
カ

(
邸
)

ニ
開
始
」
す
る
こ
と
b
z

石
猪
士
口
林
総
領
事
や
そ
の
他
出
先
に
命
じ
た
。
つ

ま
り
、
朝
鮮
人
の
保
護
を
名
目
と
し
た
抗
議
が
、
中
国
側
を
刺
激
し
、
日

中
間
に
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
る
朝
鮮
入
の
統
制
な
ら
び
共
産
党
の
取
締
と
い

う
政
策
上
の
共
通
基
盤
を
つ
き
崩
す
こ
と
を
お
そ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の

一
環
と
し
て
、
九
月
一
語

H
外
務
省
は
、
拓
務
省
と
「
間
島
問
題
及
朝
鮮

人
帰
化
ニ
関
ス
ル
協
議
会
」
を
開
い
た
、
が
、
朝
鮮
総
督
府
の
意
を
受
け
た

拓
務
省
は
、
中
国
側
へ
の
対
抗
と
朝
鮮
人
対
策
の
た
め
の
一
千
名
内
外
の

警
察
官
増
派
を
主
張
し
、
幣
原
の
対
間
島
政
策
に
強
く
反
対
し
た
。

一
方
、
現
地
で
高
ま
り
つ
つ
あ
っ
た
中
間
闘
の
排
日
空
気
は
、
つ
い
に
十

月
六
日
新
安
街
に
お
い
て
朝
鮮
人
逮
捕
を
め
ぐ
る
日
中
間
警
察
の
衝
突
を

惹
起
さ
せ
、
出
動
し
た
臼
本
警
察
官
中
二
名
が
中
国
兵
に
よ
っ
て
射
殺
さ

れ
る
事
件
が
起
っ
た
。
こ
の
事
件
は
、
中
国
の
正
式
な
甘
口
兵
に
よ
っ
て
な

さ
れ
た
点
で
臼
本
側
を
刺
激
し
、
に
わ
か
に
日
中
間
の
緊
張
が
高
ま
っ

た
。
日
本
は
七
日
朝
鮮
か
ら
百
三
名
の
増
援
讐
察
官
を
間
島
へ
派
迭
し
、

慶
源
守
備
隊
に
非
常
召
集
を
行
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
総
督
府
及
び
朝
鮮



軍
の
行
動
は
、
此
の
機
に
従
来
の
方
針
を
実
行
す
べ
く
武
力
に
よ
っ
て
間

島
の
治
安
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
窓
図
の
現
わ
れ
で
あ
っ
た
。
同
時
に
中

国
側
も
軍
隊
及
び
保
衡
問
に
総
動
員
を
命
じ
、
日
本
に
対
峠
す
る
態
度
を

(
貯
)

見
せ
た
。

事
件
直
後
七
日
、
中
国
側
は
間
島
商
埠
局
長
を
し
て
岡
国
総
領
事
に
陳

謝
さ
せ
た
。
一
方
、
張
学
良
は
吉
林
省
政
府
に
対
し
て
「
国
際
関
係
を
考

慮
す
る
と
と
も
に
日
支
親
善
の
た
め
当
地
各
員
の
排
日
行
為
を
断
然
禁

止
」
し
、
ま
た
「
日
本
側
に
向
っ
て
も
鮮
人
不
良
分
子
の
在
住
禁
止
を
交

(
四
四
〉

渉
す
べ
き
」
と
密
令
を
発
し
、
こ
れ
以
上
日
本
を
刺
激
し
な
い
で
、
事
件

を
局
地
的
に
解
決
す
る
よ
う
命
じ
、
朝
鮮
人
問
題
の
た
め
日
本
と
の
協
力

が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
暗
示
し
た
。
し
か
し
、
中
国
民
衆
は
、
こ
の
事
件

を
、
出
兵
の
口
実
を
作
る
た
め
に
起
し
た
日
本
の
計
画
的
陰
謀
と
見
な

し
、
排
日
運
動
の
契
機
と
し
よ
う
と
す
る
動
き
を
見
せ
た
。

日
本
側
は
、
事
態
の
重
大
性
を
理
由
に
、
岡
田
総
領
事
は
九
日
、
訪
問

し
て
き
た
張
議
翰
延
士
口
市
政
簿
備
処
長
に
今
回
の
事
件
解
決
の
前
提
条
件

と
し
て
、
今
後
間
島
の
治
安
維
持
の
た
め
日
中
双
方
が
協
調
す
る
必
要
が

あ
る
旨
を
正
式
に
申
入
れ
た
。
十
一
日
お
よ
び
十
三
日
、
林
奉
天
総
領
事

は
張
作
相
と
張
学
良
を
訪
問
し
「
支
那
側
/
警
察
行
政
ノ
改
諮
問
セ
ラ
レ
ル

(
m
n
)
 

迄
ハ
ア
F
マ
テ
日
支
連
絡
協
調
ノ
必
要
カ
ア
ル
」
こ
と
を
説
得
し
、
幣
原

構
想
笑
現
へ
の
交
渉
を
本
格
的
に
開
始
し
た
。

こ
の
臼
本
の
提
案
に
対
し
張
学
良
は
十
八
日
の
回
答
で
「
間
島
ニ
於
ケ

ル
鮮
人
ハ
条
約
上
支
部
ノ
法
権
ニ
服
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ニ
シ
テ
、
日
警
カ
之
ニ

幣
原
外
交
に
お
け
る
間
島
問
題

子
与
ス
ル
コ
ト
ハ
承
認
ス
ル
能
ハ
ス
」
「
日
本
側
ノ
欲
ス
ル
連
絡
協
調
ノ

(ω) 

具
体
的
弁
法
ノ
如
キ
ハ
承
認
ノ
問
問
日
二
一
在
ラ
ス
」
と
述
べ
、
日
中
間
協
調

体
制
に
関
す
る
正
式
な
協
定
の
締
結
を
拒
否
し
た
。
し
か
し
、
共
産
党
の

〈
臼
)

取
締
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
反
対
で
は
な
か
っ
た
。
中
国
側
は
、
当
面
の

現
実
問
題
と
し
て
、
朝
鮮
人
及
び
共
産
党
の
取
締
に
つ
い
て
日
本
と
同

様
、
そ
の
必
要
性
を
痛
感
し
て
い
た
が
、
日
本
と
の
協
調
体
制
の
樹
立
に

は
か
な
り
の
抵
抗
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
、
中
国
側
が
正
式
に
承

認
し
て
い
な
い
日
本
警
察
と
の
協
調
は
、
か
え
っ
て
日
本
の
警
察
権
を
完

全
に
認
め
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
、
間
島
で
の
自
ら
の
統
治
権
を
制
約
す

る
結
桑
を
も
た
ら
す
こ
と
、
さ
ら
に
日
本
と
の
正
式
な
協
司
調
体
制
酬
の
樹
立

は
、
間
島
に
お
け
る
日
本
警
察
の
撤
退
を
最
大
の
目
標
と
し
て
い
る
中
国

民
衆
の
国
権
回
復
運
動
お
よ
び
中
央
政
府
の
外
交
方
針
に
も
反
し
、
外
交

問
題
に
つ
い
て
国
民
政
府
の
指
示
を
受
け
て
い
る
張
学
良
政
権
と
し
て
は

(

m
出

)

承
認
し
、
が
た
い
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
う
い
っ
た
中
国
の
態
度
を
何
回
総
領
事
は
、
幣
原
外
相
に
「
近
来
ノ

束
三
省
ノ
問
題
モ
中
央
政
府
ヨ
リ
種
々
ノ
制
肘
ヲ
受
ケ
対
日
外
交
問
題
ノ

如
キ
モ
東
一
二
省
当
局
ノ
意
見
ニ
依
レ
ハ
当
分
現
状
維
持
ニ
依
リ
テ
日
本
ト

ノ
間
ニ
紛
争
ヲ
生
セ
シ
メ
サ
ル
コ
ト
ヲ
欲
シ
居
ル
処
:
:
:
出
先
ト
シ
テ
ハ

表
面
ニ
現
ハ
レ
タ
ル
主
権
ニ
関
係
ア
ル
事
項
ハ
己
ム
ヲ
得
ス
強
硬
ノ
態
度

(
侃
)

ヲ
擦
務
シ
テ
自
己
ノ
地
位
ヲ
擁
護
」
す
る
も
の
で
あ
る
と
報
告
し
た
。
こ

れ
は
張
学
良
政
権
が
本
質
的
に
必
ず
し
も
日
本
に
反
対
し
て
い
る
の
で
は

な
い
と
い
う
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。四

九



一
方
、
五
・
1

一O
暴
動
を
契
機
に
し
て
、
守
、
、
ン
テ
ル
ン
の
ご
国
一

党
」
主
義
の
原
則
に
基
づ
く
朝
鮮
共
産
党
の
中
国
共
産
党
へ
の
編
入
は
促

進
れ
問
、
九
月
朝
鮮
共
産
党
再
建
準
備
会
の
解
体
と
同
時
に
、
朝
鮮
共
産

党
の
中
国
共
産
党
へ
の
合
流
は
ほ
ぼ
完
成
さ
れ
、
中
共
満
州
省
委
員
の
下

で
、
区
・
聞
で
市
寧
事
委
員
会
が
設
け
ら
れ
る
と
と
も
に
各
級
共
産
党
の

武
装
が
は
じ
め
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
事
情
を
背
景
一
に
朝
鮮
人
共
産
党

は
、
十
月
十
二
日
か
ら
二
十
四
日
に
か
け
て
、
間
同
島
各
地
で
親
日
朝
鮮
人

や
日
本
側
諸
機
関
へ
の
組
織
的
な
ゲ
リ
ラ
攻
撃
を
く
り
広
げ
た
。
と
く

に
、
二
十
日
竜
井
村
に
撒
布
さ
れ
た
ど
ラ
は
「
日
本
常
国
主
義
出
兵
を
共

同
陰
謀
し
た
る
国
民
党
軍
閥
」
に
対
す
る
対
決
を
明
ら
か
に
し
、
日
中
両

国
の
合
間
取
締
へ
の
警
戒
を
強
め
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
情
況
を
、
問
中

百
草
潜
分
館
主
任
は
「
最
近
ノ
コ
ト
ク
共
産
党
ノ
当
地
方
ニ
オ
ケ
ル
山
山
没

人
員
激
増
え
地
域
そ
拡
大
セ
ラ
レ
ツ
ツ
ア
ル
情
況
ニ
オ
イ
テ
ハ
、
ィ
ヵ

品
交
那
側
ヲ
督
励
シ
コ
レ
ト
最
養
ノ
協
調
ヲ
ハ
カ
ル
モ
、
ト
ウ
テ
イ
地
方

ノ
治
安
ヲ
維
持
シ
テ
人
心
ノ
安
定
ヲ
ェ
、
各
自
ソ
ノ
生
業
一
一
従
事
セ
シ
ム

ル
コ
ト
無
理
ナ
ル
ヘ
シ
ト
ミ
ル
ノ
外
ナ
キ
ニ
観
察
セ
ラ
ル
」
と
幣
原
に
報

告
し
て
い
た
。

交
渉
は
進
展
を
み
せ
ず
、
十
月
三
十
日
の
阿
国
と
張
臨
時
備
処
長
の
会
談

で
も
、
張
は
省
政
府
か
ら
の
訓
令
が
な
い
と
の
理
由
で
日
本
の
提
案
に
対

し
て
明
確
な
態
度
を
示
さ
ず
、
あ
く
ま
で
間
島
の
治
安
は
中
国
側
が
担
当

す
べ
き
で
あ
り
、
こ
れ
が
実
現
で
き
る
ま
で
当
分
の
聞
は
、
双
方
の
衝
突

を
防
ぎ
現
状
を
維
持
し
た
い
と
い
う
主
張
を
繰
り
返
し
た
。

主Z
O 

こ
の
間
現
地
の
中
国
民
衆
は
、
士
口
林
及
奉
天
政
府
の
対
日
軟
弱
伎
を
難

非
す
る
と
と
も
に
、
十
月
二
十
六
日
延
辺
四
県
(
間
島
地
方
)
の
潟
農
工

学
各
界
の
有
力
者
を
網
羅
し
「
延
辺
事
笠
調
査
会
」
を
組
織
し
た
。
本
会

は
、
臼
木
の
警
察
官
増
員
に
よ
る
間
島
占
領
陰
謀
の
阻
止
と
、
「
外
交
上
一

の
材
料
ヲ
蒐
集
シ
箆
接
吉
林
省
当
局
及
中
央
政
府
ニ
提
出
シ
大
々
的
ニ
民

(
山
山
〉

衆
ノ
与
論
ヲ
換
起
λ

ル
コ
ト
」
枯
一
寸
を
決
議
し
、
日
本
に
対
す
る
組
織
的
な

対
抗
姿
勢
を
見
せ
、
奉
天
政
府
の
対
日
外
交
を
牽
制
し
た
。
ま
た
、
中
国

側
は
、
共
産
党
の
活
動
に
よ
り
抑
制
さ
れ
て
い
た
訓
朝
鮮
民
族
主
義
者
を
後

援
-
利
用
し
て
共
産
党
と
民
会
に
対
抗
す
る
た
め
、
「
延
辺
四
県
自
治
促

(
m
w
}
 

送
会
」
な
る
も
の
を
作
り
、
十
月
十
四
良
規
則
を
発
布
し
て
そ
の
成
立
を

み
た
。
他
方
、
共
産
党
と
中
国
側
に
対
す
る
臼
本
政
府
の
に
え
き
ら
ぬ
措

鐙
に
不
満
と
不
安
を
抱
い
た
間
島
十
八
カ
所
の
民
会
会
長
は
、
十
月
二
十

一
日
岡
田
総
領
事
に
総
辞
職
を
声
明
し
、
十
一
月
一
日
の
竜
井
村
を
か
わ

き
り
に
民
会
事
務
所
は
漸
次
閉
鎖
さ
れ
て
い
き
、
間
島
朝
鮮
人
民
会
の
機

能
は
完
全
に
麻
縛
す
る
に
至
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
現
地
の
情
勢
を
反
映
し
て
、
政
友
会
は
間
息
聞
に
調
査
涯
を

派
遣
し
た
が
、
東
京
に
お
い
て
も
森
俗
幹
事
長
を
中
心
に
幣
原
外
交
へ
の

(

団

関

)

攻
撃
を
強
め
、
間
島
問
題
は
、
外
交
交
渉
の
行
詰
り
と
と
も
に
内
外
か
ら

政
治
問
題
化
し
つ
つ
あ
っ
た
。

幣
阪
は
、
交
渉
の
促
進
を
計
り
、
ま
た
内
外
か
ら
の
批
判
に
答
え
る
た

め
、
十
一
月
五
日
総
督
府
の
増
援
饗
察
官
の
撤
退
を
実
行
し
た
後
、
六
日

か
ら
間
島
一
帯
に
一
息
り
共
産
党
の
一
斉
検
挙
に
乗
り
出
し
、
交
渉
の
進
展



と
共
産
党
の
路
圧
に
対
し
て
一
層
積
極
的
な
姿
勢
を
見
せ
た
。
増
援
警
察

官
の
撤
退
は
、
十
月
二
十
日
斎
藤
勝
鮮
総
組
閣
が
増
援
警
察
官
の
引
き
上
げ

は
「
鮮
内
ノ
民
心
ニ
著
シ
キ
衝
動
ヲ
ア
タ
へ
朝
鮮
統
治
上
憂
慮
ス
ヘ
キ
事

(ω) 

態
ヲ
惹
起
セ
シ
ム
」
と
警
告
し
た
直
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
、
総
督
府

を
強
く
刺
戟
し
た
。

楢
唱
援
警
察
官
の
撤
退
が
決
定
さ
れ
る
や
、
岡
田
総
領
事
は
十
一
月
一
一
一
日

張
纂
備
処
交
に
(
二
日
中
鶴
岡
祭
官
は
連
絡
協
調
し
互
い
に
絶
対
に
実
力

妨
害
を
取
ら
な
い
こ
と
、
(
ニ
J

商
嶋
中
地
外
に
於
て
は
先
着
手
主
義
に
よ

り
互
い
に
連
絡
協
調
す
る
こ
と
、
(
一
一
一
)
朝
鮮
・
中
隠
人
連
合
の
犯
罪
は

部
分
を
分
ち
協
力
検
挙
す
る
こ
と
、
な
ど
の
六
カ
条
か
ら
な
る
「
連
絡
協

(
初
)

調
弁
法
」
を
提
案
し
た
。
さ
ら
に
八
日
に
は
、
そ
の
細
目
と
し
て
、
相
互

に
迷
絡
口
県
を
置
き
匪
賊
の
取
締
に
協
力
を
計
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
十
一

項
目
に
わ
た
る
西
国
磐
田
察
の
関
係
改
善
策
を
提
案
、
い
印
。
こ
れ
ら
一
連
の

提
案
は
、
実
質
的
意
味
に
お
い
て
幣
涼
構
想
実
現
へ
の
第
一
歩
で
あ
っ

た。
中
国
側
の
回
答
は
十
四
日
に
な
さ
れ
た
が
、
回
答
に
当
っ
て
張
は
日
本

の
提
案
に
蕊
按
ふ
れ
る
こ
と
を
避
け
、
「
間
島
問
題
/
先
決
問
題
ハ
墾
民

(
間
島
朝
鮮
人
一
筆
者
)
ノ
条
約
上
ニ
於
ケ
ル
地
位
ヲ
決
定
ス
ル
ニ
ア

(n) 
自
」
と
述
べ
て
、
間
島
問
題
の
根
本
は
、
日
中
協
調
に
よ
る
治
安
維
持
で

は
な
く
、
朝
鮮
人
の
条
約
上
の
地
伎
の
不
安
定
を
利
用
し
た
日
本
警
察
の

間
島
侵
略
が
原
因
で
あ
る
と
の
立
場
か
ら
、
日
本
の
間
島
侵
略
政
策
を
批

判
し
た
。

幣
原
外
交
に
お
け
る
間
島
問
題

十
一
月
十
五
日
、
警
察
官
殺
害
事
件
に
関
す
る
日
本
の
要
求
を
中
国
が

受
け
入
れ
、
本
件
は
解
決
し
た
。
事
件
が
解
決
す
る
や
張
瞳
葬
儀
処
長
は
車
中

天
に
向
け
て
出
発
し
、
し
ば
ら
く
間
島
問
題
交
渉
は
中
断
さ
れ
た
。

そ
の
問
臼
本
側
は
、
各
分
館
お
よ
び
分
饗
に
、
中
国
側
と
の
関
係
に
細

〈ね〉

心
の
注
滋
を
は
ら
い
、
中
国
と
の
関
係
を
悪
化
さ
せ
な
い
よ
う
指
示
し
、

幣
原
構
想
の
基
盤
づ
く
り
に
努
め
た
。
そ
の
一
環
と
し
て
、
十
九
日
両
国

(
引
同
)

響
察
首
脳
部
の
懇
談
会
が
竜
井
村
で
行
な
わ
れ
、
月
に
一
回
会
合
を
開
く

こ
と
に
双
方
、
か
合
意
し
て
、
両
国
の
関
係
が
改
善
さ
れ
た
よ
う
に
見
え
た

商
も
あ
っ
た
。

十
一
月
六
日
か
ら
の
日
中
共
同
に
よ
る
共
産
党
の
大
検
挙
、
連
絡
協
調

弁
法
の
提
案
等
の
現
地
の
動
き
に
期
待
を
か
け
な
が
ら
、
東
京
で
は
外
務

(
花
)

省
、
拓
務
省
、
朝
鮮
総
督
府
の
三
者
に
よ
る
「
間
島
問
題
協
議
会
」
が
設

け
ら
れ
、
間
a

訪
問
題
に
関
す
る
本
格
的
な
協
議
に
入
っ
た
。
十
一
月
二
十

七
日
の
第
一
回
協
議
会
に
お
い
て
、
外
務
省
は
、
中
国
側
が
「
遂
次
我
方

/
申
出
ニ
接
近
シ
ツ
ツ
ア
リ
」
、
日
中
間
の
協
調
の
空
気
が
形
成
さ
れ
て

い
る
と
の
情
勢
判
断
を
示
し
た
。
外
務
省
の
こ
の
情
勢
判
断
は
、
現
地
情

勢
の
反
映
と
い
う
よ
り
は
、
幣
原
の
間
島
問
題
解
決
に
対
す
る
意
欲
を
反

映
し
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
政
友
会
を
中
心
に
広
ま
り
つ
つ
あ
っ
た
幣
原

外
交
攻
撃
へ
の
予
防
線
と
し
て
の
意
味
が
強
か
っ
た
と
見
ら
れ
よ
う
。
判
明
氏

一
一
二
年
一
月
二
日
幣
原
が
首
相
代
理
と
し
て
の
(
ロ
ン
ド
ン
軍
縮
条
約
問

題
で
右
翼
の
青
年
に
浜
口
首
相
が
狙
撃
さ
れ
た
事
件
後
)
施
政
演
説
の
中

で
、
中
関
側
は
「
匪
賊
取
締
ノ
必
要
性
ヲ
切
実
ニ
印
刷
出
ス
ル
ニ
至
ツ
テ
、
間

五



(
m
m
)
 

島
地
方
ノ
情
勢
カ
箸
シ
ク
改
善
サ
レ
タ
」
と
発
言
し
た
の
も
同
じ
事
情
に

よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
総
督
府
は
外
務
省
の
判
断
と
は
異
な
り
、
依
然
と
し
て
間
島
情

勢
の
深
刻
性
を
指
摘
し
、
十
二
月
一
一
一
日
の
第
三
回
協
議
会
に
お
い
て
従
来

通
り
(
一
)
間
島
総
鎖
事
任
用
令
改
正
に
よ
っ
て
、
間
島
総
領
事
を
総
督

府
職
員
か
ら
任
命
す
る
こ
と
、
(
二
)
間
島
警
察
を
総
督
府
へ
委
任
す
る

(
行
)

こ
と
な
ど
を
再
三
主
張
し
た
。
外
務
省
と
し
て
は
、
こ
れ
以
上
総
督
府
を

無
視
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
の
判
断
の
下
に
、
(
一
)
案
に
つ
い
て

は
河
意
を
示
し
総
督
府
と
妥
協
を
は
か
っ
た
。
し
か
し
、
(
二
)
に
つ
い

て
は
あ
く
ま
で
反
対
の
意
思
を
貫
き
、
総
督
府
に
対
し
て
政
治
的
盤
側
を

加
え
た
。
つ
ま
り
総
督
府
へ
の
警
察
権
の
委
任
は
、
日
中
警
察
聞
の
協
調

体
制
を
核
心
と
す
る
幣
原
構
想
を
空
洞
化
さ
せ
、
総
督
府
が
間
島
警
察
を

利
用
し
て
謀
略
的
突
発
事
件
を
起
す
危
険
性
を
含
み
、
交
渉
に
よ
る
日
中

間
の
懸
案
の
解
決
を
望
ん
で
い
た
幣
涼
の
努
力
を
す
べ
て
水
泡
に
帰
せ
し

む
る
お
そ
れ
が
あ
っ
た
の
で
、
外
務
省
は
一
貫
し
て
譲
歩
を
拒
夜
し
た
の

で
あ
る
。
し
か
し
、
総
領
事
は
、
総
督
府
か
ら
任
命
さ
れ
る
と
し
て
も
、

あ
く
ま
で
外
務
省
の
統
制
下
に
置
か
れ
る
の
で
直
接
的
な
支
障
は
な
い
と

判
断
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
展
開
過
程
か
ら
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
開
島
問
題
に
対
す
る
中
国

側
の
抵
抗
は
予
想
以
上
に
強
く
、
外
務
省
出
先
は
幣
原
構
想
の
核
心
に
ふ

れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
ま
ま
、
一
九
一
一
一

O
年
の
年
末
に
奈
っ
た
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
年
末
ま
で
日
本
側
が
七
百
九
名
(
そ
の
う
ち
五
百
一
一
一
名
は

五

朝
鮮
に
送
検
さ
れ
た
て
中
国
側
が
九
百
八
十
名
の
戦
鮮
人
共
産
党
員
を

〈羽〕

一
一
検
挙
し
て
い
る
事
実
は
、
中
国
が
表
面
的
に
は
強
く
抵
抗
し
て
い
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
現
実
と
し
て
朝
鮮
人
共
産
党
員
の
検
挙
に
日
中
双
方
が
協

調
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

こ
う
い
っ
た
状
況
下
、
翌
年
一
九
一
一
二
年
初
頭
か
ら
の
国
民
党
南
京
政

府
の
不
平
等
条
約
撤
廃
を
目
標
と
す
る
本
務
的
卒
命
外
交
の
展
開
は
、
日

中
間
に
お
け
る
間
島
問
題
取
扱
を
大
き
く
方
向
転
換
さ
せ
た
。
日
本
側
の

対
応
も
全
般
的
に
蒋
検
討
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
今
ま
で
遜
り
の
間
烏
問

題
に
関
す
る
関
係
改
替
の
た
め
の
外
交
努
力
は
つ
づ
く
が
、
実
質
的
に
間

島
問
題
は
日
中
間
の
治
外
法
権
交
渉
と
い
う
新
し
い
段
階
で
展
開
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。

四

(乃〉

治
外
法
権
撤
廃
問
題
と
間
島
特
殊
化

一
九
一
三
年
に
入
っ
て
日
中
間
に
治
外
法
権
撤
廃
交
渉
が
始
ま
る
が
、

臼
本
は
中
国
に
お
け
る
治
外
法
権
は
あ
く
ま
で
漸
進
的
、
地
域
的
に
撤
廃

さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
原
則
を
す
で
に
決
め
て
い
た
。
間
島
に
関
す

る
治
外
法
権
撤
廃
も
当
然
こ
の
原
則
に
従
っ
て
取
扱
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た。
幣
原
外
粉
は
、
中
間
と
の
法
権
交
渉
に
当
っ
て
い
る
重
光
葵
代
理
公
使

に
、
し
ば
し
ば
治
外
法
権
の
一
般
交
渉
か
ら
間
島
を
関
係
な
い
し
除
外
す

る
こ
と
を
訓
令
し
て
い
た
。
幣
原
は
法
権
交
渉
の
対
象
か
ら
間
島
を
は
ず



し
、
間
島
を
法
権
撤
廃
交
渉
と
は
全
く
関
連
の
な
い
地
域
と
し
、
間
島
に

つ
い
て
は
特
別
に
中
間
と
交
渉
を
進
め
る
意
凶
を
も
っ
て
い
た
。
こ
れ

は
、
幣
原
の
間
島
構
想
に
つ
い
て
の
執
着
を
浮
彫
り
に
す
る
も
の
で
あ

り
、
幣
原
が
間
島
の
現
状
を
ど
の
よ
う
に
認
識
し
か
っ
評
価
し
て
い
た
か

を
良
く
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。

幣
原
の
間
島
徐
外
論
の
根
拠
は
、
(
一
)
間
島
に
お
け
る
朝
鮮
人
は
、

間
島
協
約
に
よ
り
中
国
の
他
の
地
方
の
朝
鮮
人
と
は
兵
な
る
条
約
上
の
地

位
を
有
し
て
い
る
こ
と
、
(
二
〉
実
際
面
に
お
い
て
間
島
は
、
朝
鮮
人
に

よ
っ
て
開
拓
さ
れ
、
朝
鮮
人
は
間
島
全
住
民
の
約
八
割
を
占
め
て
い
る
こ

と
、
の
二
点
で
あ
る
。
し
か
し
よ
り
直
接
的
で
現
実
的
な
理
由
は
、
治
外

法
権
撤
廃
の
結
果
、
間
島
朝
鮮
人
が
完
全
に
中
国
の
支
配
下
に
入
り
、
朝

鮮
植
民
地
に
対
す
る
間
島
地
方
か
ら
の
脅
威
を
排
除
す
る
直
接
的
な
手
段

を
日
本
が
持
た
な
く
な
る
と
い
う
点
に
あ
っ
た
。
幣
原
に
と
っ
て
、
間
島

は
、
他
の
地
域
と
は
途
っ
て
、
治
外
法
権
撤
廃
に
よ
り
影
響
を
受
け
る
べ

き
地
域
で
は
な
か
っ
た
。

こ
の
見
地
か
ら
、
幣
原
は
間
島
の
治
外
法
権
問
題
に
対
し
、
「
現
地
ノ

世
帯
情
ニ
適
合
ス
ル
何
等
カ
特
例
ヲ
協
定
」
す
べ
き
だ
と
考
え
、
そ
の
た

め
、
中
央
政
府
で
は
な
く
「
当
該
地
方
ノ
実
情
ニ
設
モ
遜
腕
ス
ル
東
一
一
一
省

当
局
ト
ノ
間
ニ
現
実
三
郎
シ
タ
商
議
」
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
み
な
し
て

い
た
。
「
最
悪
ノ
場
合
」
に
お
い
て
も
、
間
島
協
約
の
規
定
通
り
朝
鮮
人

の
土
地
所
有
権
を
完
全
に
縫
保
し
、
帥
刊
に
間
'
局
地
方
か
ら
朝
鮮
植
民
地
統

治
に
対
す
る
脅
威
を
排
除
す
る
こ
と
が
、
間
島
交
渉
の
前
提
で
あ
っ
た
。

幣
原
外
交
に
お
け
る
間
島
問
題

中
国
全
体
に
つ
い
て
は
、
法
権
撤
廃
の
要
求
に
そ
い
つ
つ
、
間
島
に
対

し
て
は
逆
に
、
日
本
が
間
島
朝
鮮
人
に
対
し
て
有
す
る
特
殊
事
情
を
理
由

に
し
て
、
「
法
権
維
持
ヲ
試
ム
ル
」
こ
と
で
間
島
を
日
中
両
国
間
の
特
殊

地
域
と
し
よ
う
と
す
る
意
凶
が
、
幣
原
の
方
針
の
基
底
に
あ
っ
た
。

幣
原
の
方
針
は
、
中
国
側
が
強
く
主
張
し
て
い
る
全
面
的
即
時
撤
廃
原

則
と
は
か
な
り
の
相
違
が
あ
り
、
現
地
で
交
渉
に
当
っ
て
い
た
重
光
代
理

公
伎
と
林
総
領
事
か
ら
も
反
対
の
意
見
が
出
さ
れ
た
。
重
光
な
ど
は
、
間

島
を
法
権
交
渉
の
対
象
よ
り
除
外
す
る
の
は
、
法
権
一
斉
撤
廃
の
原
則
に

反
す
る
た
め
、
「
中
国
側
ヲ
シ
テ
此
地
ユ
特
例
ヲ
承
認
セ
シ
「
め
る
こ
と
は

「
無
理
ナ
見
解
」
で
あ
る
と
見
た
の
で
あ
る
。
重
光
は
三
月
十
三
日
「
当

地
域
ヲ
満
州
ト
一
律
ニ
見
、
治
外
法
権
撤
廃
ノ
範
囲
ニ
包
含
セ
シ
ム
ル
」

こ
と
を
幣
原
に
強
く
具
申
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
四
月
四
日
幣
原
は
、

「
今
日
ノ
如
キ
治
安
状
態
及
中
国
側
ノ
保
安
能
力
ニ
テ
ハ
、
法
権
撤
廃
ノ

当
然
ノ
結
来
ト
シ
テ
当
地
駐
在
ノ
寄
磐
田
察
全
部
ノ
即
時
撤
廃
ヲ
許
サ
サ
」

り
と
重
光
に
回
答
し
た
。

外
務
省
は
、
幣
原
の
意
向
に
基
づ
い
て
、
法
権
撤
廃
に
つ
き
「
支
那
全

体
ニ
紙
ヲ
張
ル
ト
ス
レ
ハ
、
共
ノ
上
-
一
満
州
地
方
ニ
ハ
第
二
ノ
紙
ヲ
張

リ
、
間
島
地
方
ニ
ハ
吏
ニ
第
一
一
一
ノ
紙
ヲ
張
ラ
ン
ト
ス
ル
」
方
針
で
、
四
月

十
三
日
、
第
六
回
間
島
問
題
協
議
会
に
お
い
て
法
権
交
渉
と
関
連
し
て
間

島
問
題
解
決
の
具
体
案
を
決
定
し
た
。
こ
の
「
間
島
ニ
関
ス
ル
特
殊
協
定

(
飢
即
)

-
一
一
於
テ
協
定
セ
ラ
レ
ル
ヘ
キ
事
項
並
協
定
ノ
内
容
」
は
、
朝
鮮
人
の
土
地

所
有
権
の
完
全
な
確
保
、
中
国
警
察
制
度
の
改
善
、
吉
会
線
の
完
成
、

五



「
不
逗
鮮
人
」
取
締
に
関
す
る
便
法
な
ど
十
三
項
目
か
ら
構
成
さ
れ
て
い

ヲ
匂
。

そ
の
中
で
も
設
も
重
点
が
置
か
れ
た
の
は
、
第
四
項
目
の
「
中
国
警
察

制
度
ノ
改
諸
国
」
に
つ
い
て
で
あ
り
、
具
体
的
内
容
は
第
二
章
で
述
べ
た
幣

原
構
想
と
ほ
ぼ
同
様
で
、
幣
原
の
対
間
島
政
策
は
法
権
交
渉
と
は
か
か
わ

り
な
く
一
食
し
て
持
続
さ
れ
て
お
り
、
外
務
省
と
し
て
は
「
本
項
ハ
透
リ

方
ニ
依
ツ
テ
左
程
悶
難
ナ
ラ
ス
」
と
希
望
を
抱
い
て
い
た
。
そ
の
他
、
次

の
二
、
一
一
一
の
点
に
お
い
て
、
陵
中
卒
と
総
督
府
の
よ
う
な
強
硬
論
者
に
対
す

る
い
く
つ
か
の
妥
協
が
見
ら
れ
、
幣
原
の
構
想
を
.
反
映
し
て
い
る
と
は
い

え
、
広
範
関
に
わ
た
る
強
硬
な
内
容
を
含
む
よ
う
に
な
っ
た
。

ま
ず
、
抑
制
鮮
総
督
府
に
対
し
て
、
外
務
省
は
、
第
一
二
回
協
議
会
で
、
間

島
総
領
事
任
用
令
改
正
案
を
す
で
に
承
認
し
て
い
る
が
、
さ
ら
に
間
島
朝

鮮
人
の
国
籍
に
関
す
る
総
替
府
の
管
轄
に
つ
い
て
も
向
意
を
表
明
し
た
。

ま
た
間
島
に
お
け
る
総
督
府
の
施
設
に
対
す
る
中
国
政
府
の
干
渉
を
排
除

す
る
こ
と
に
つ
い
て
外
務
省
が
適
切
な
措
置
を
取
る
こ
と
を
明
示
し
た
。

陸
軍
に
対
し
て
は
、
北
満
州
を
中
心
と
す
る
対
ソ
作
戦
に
欠
く
こ
と
の

(
山
肌
)

で
き
な
い
陸
軍
二
十
余
年
の
願
望
た
る
吉
会
線
の
完
成
を
中
国
側
に
約
来

せ
し
め
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
妥
協
を
は
か
っ
た
と
見
ら
れ
る
。
総
努
府

と
朝
鮮
軍
と
し
て
も
、
士
口
会
総
の
完
成
を
間
島
警
察
撤
退
の
必
要
条
件
と

し
て
い
る
こ
と
で
、
問
附
島
で
の
有
事
の
際
の
保
障
を
獲
得
し
た
と
い
え
よ

う
。
こ
の
よ
う
な
妥
協
は
、
間
島
問
題
で
す
で
に
孤
立
化
し
つ
つ
あ
っ
た

幣
原
に
と
っ
て
、
政
策
実
現
の
た
め
の
や
む
を
え
な
い
譲
歩
で
あ
っ
た
。

五
回

一
方
、
幣
回
以
が
強
硬
論
者
と
妥
協
を
試
み
な
が
ら
も
、
一
貫
し
て
自
ら
の

間
島
構
想
を
推
し
進
め
た
背
景
に
は
、
こ
れ
ま
で
の
日
中
間
の
交
渉
が
あ

る
程
度
成
果
を
収
め
た
と
い
う
幣
原
な
り
の
情
勢
判
断
が
あ
っ
た
。

以
上
の
基
本
方
針
は
、
四
月
二
十
四
日
か
ら
外
務
省
が
帰
国
し
た
重
光

を
中
心
に
し
て
検
討
作
成
し
た
交
渉
方
針
大
綱
及
実
施
大
綱
に
お
い
て
も

確
認
さ
れ
た
。
特
に
、
四
月
二
十
六
日
の
「
内
地
問
題
開
放
問
題
ニ
関
λ

{
m出
)

ル
交
渉
方
針
実
施
大
綱
」
で
は
、
こ
れ
ら
の
条
件
を
中
国
が
承
認
す
る
ま

で
、
暫
定
的
に
現
状
を
維
持
し
、
も
し
中
国
側
が
承
認
し
な
い
場
合
は
、

「
再
ヒ
同
地
方
ノ
領
土
機
所
属
問
題
こ
巡
り
争
ハ
サ
ル
ヲ
得
ス
」
と
の
強

硬
方
針
を
決
定
し
て
、
間
弘
同
協
約
の
碍
検
討
合
考
慮
し
て
い
た
の
は
特
記

す
べ
き
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
日
本
側
の
間
島
特
殊
化
案
に
つ
い
て
中
国
側
か
ら
の
抵
抗

は
予
想
さ
れ
た
通
り
で
あ
り
、
国
民
政
府
は
、
す
で
に
一
九
三

O
年
二
月

重
光
代
理
公
使
に
「
間
島
に
あ
る
朝
鮮
籍
民
は
、
中
国
の
法
律
に
服
し
、

(
幻
)

中
閣
の
地
方
管
絡
に
服
す
る
」
と
の
方
針
を
明
ら
か
に
し
て
い
た
の
で
あ

っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
五
月
六
日
重
光
が
壬
正
廷
外
交
部
長
と
会
見
し
た

時
、
主
は
「
満
州
、
山
東
ニ
オ
ケ
ル
日
本
ノ
既
得
権
利
ハ
十
分
承
認
ス

ル
」
と
述
べ
、
間
島
に
関
し
て
も
あ
る
程
度
目
本
の
既
得
権
を
認
め
る
可

能
性
が
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
た
。
間
民
政
府
の
方
針
は
、
現
地
問
島
に
も

伝
山
議
さ
れ
て
お
り
、
五
月
五
日
張
繁
備
処
長
は
、
間
島
の
各
官
長
に
「
法

権
凶
収
ノ
関
難
ナ
ル
事
情
プ
リ
ト
ナ
シ
、
ソ
ノ
対
策
ト
シ
テ
関
車
(
間
島

と
灘
春
一
筆
者
)
ヲ
限
ツ
テ
日
本
ノ
特
殊
関
係
ニ
鑑
ミ
当
分
領
事
裁
判
権



ヲ
認
メ
」
「
時
期
ヲ
見
テ
何
等
カ
ノ
弁
法
制
定
ノ
上
解
決
ス
ル
コ
ト
ニ
決

定
シ
タ
」
と
示
達
し
た
。
こ
う
し
た
日
中
間
の
外
交
交
渉
に
よ
り
、
ま
た

四
月
の
満
州
省
委
の
盲
目
的
な
武
装
暴
動
停
止
命
令
(
李
立
一
ニ
路
線
の
変

更
)
後
に
、
共
産
党
活
動
が
小
康
状
態
に
な
っ
て
い
た
こ
と
に
よ
り
、
幣

原
の
構
想
が
実
現
さ
れ
る
可
能
性
が
生
じ
た
か
に
見
え
た
。

し
か
し
、
実
際
上
日
中
間
の
緊
張
を
よ
り
本
質
的
に
推
進
し
た
も
の

は
、
中
国
民
衆
の
排
日
運
動
の
高
揚
で
あ
っ
た
。
一
一
一
十
一
年
三
月
東
一
一
一
省

各
省
市
に
国
民
党
部
が
設
立
さ
れ
て
か
ら
、
排
日
運
動
の
直
接
民
衆
行
動

は
著
し
く
激
化
し
て
い
た
。
間
島
に
お
い
て
も
、
六
月
二
十
七
日
新
任
延

土
口
県
県
長
は
、
問
中
局
子
街
副
領
事
に
、
「
日
本
ハ
問
'
訪
ヲ
以
テ
特
種
地

帯
扱
セ
ン
ト
ス
ル
モ
」
、
「
政
府
ノ
訓
令
以
外
ノ
一
般
与
論
ト
シ
テ
」
中
国

当
局
と
し
て
は
、
日
本
に
対
し
て
対
抗
措
鐙
を
取
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
饗

告
し
た
。

こ
の
よ
う
な
状
況
は
、
間
島
を
含
む
中
国
の
民
衆
の
排
日
運
動
に
対
す

る
中
国
政
府
の
統
制
が
す
で
に
閑
難
な
状
態
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味

し
て
い
た
。
間
島
問
題
に
関
す
る
限
り
、
も
は
や
外
交
機
関
に
よ
り
統
御

し
が
た
い
危
機
的
情
勢
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

他
方
、
関
東
軍
を
取
り
巻
く
一
部
の
右
翼
(
甘
粕
正
彦
ら
)
は
、
五
月

か
ら
六
月
に
か
け
て
満
蒙
問
題
解
決
の
機
会
を
作
成
す
る
た
め
、
間
島
暴

動
計
闘
を
推
し
進
め
て
お
り
、
七
月
二
日
の
万
宝
山
事
件
と
そ
れ
に
対
す

(筋〉

る
朝
鮮
に
お
け
る
中
国
人
殺
害
事
件
等
に
よ
っ
て
、
満
州
の
事
態
は
刻
一

刻
緊
迫
化
し
、
そ
れ
を
め
ぐ
る
臼
・
中
・
朝
三
者
間
の
関
係
も
悪
化
の
一

幣
原
外
交
に
お
け
る
間
島
問
題

附
附
を
辿
っ
て
い
っ
た
。
さ
ら
に
、
九
月
初
め
朝
鮮
軍
の
神
田
正
種
参
謀
と

向
島
特
務
機
関
長
長
河
悦
次
'
郎
が
画
策
し
た
上
で
、
「
関
東
軍
ニ
策
応
シ

テ
、
朝
鮮
軍
ト
シ
テ
ハ
鮮
内
/
不
平
ノ
安
全
弁
ヲ
与
ヘ
ル
意
味
テ
、
間
島

(
山
間
〉

ヲ
朝
鮮
ニ
編
入
ス
ル
」
と
い
う
具
体
的
陰
謀
を
弘
引
回
し
て
い
た
の
で
あ
っ

た。
こ
れ
ら
の
事
実
は
、
す
で
に
幣
原
の
対
向
島
構
怨
が
内
部
的
に
も
陵
寧

強
硬
論
者
に
よ
っ
て
無
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
、
間
島
に
関
す
る
幣

原
外
交
は
、
展
開
の
余
裕
を
極
め
て
せ
ば
め
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が

で
き
る
。お

わ
り
に

日
本
の
対
向
島
政
策
は
、
日
糠
併
合
以
前
か
ら
は
じ
ま
っ
て
い
た
が
、

本
格
的
に
展
開
さ
れ
た
の
は
、
や
は
り
併
合
以
後
に
お
い
て
で
あ
り
、
と

り
わ
け
一
九
二

O
年
前
後
を
境
に
し
て
、
よ
り
積
極
的
か
つ
体
系
的
に
実

行
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
日
韓
併
合
以
後
の
臼
本
の
対
間
島
政
策
の
根

本
目
的
は
、
朝
鮮
植
民
地
支
配
に
対
す
る
間
島
地
方
か
ら
の
脅
威
の
除

去
、
す
な
わ
ち
植
民
地
の
防
衛
と
い
う
函
で
一
貫
し
て
い
た
。
こ
の
点

で
、
日
本
と
し
て
は
、
間
島
問
題
に
お
い
て
絶
対
譲
歩
し
え
な
い
必
然
性

を
有
し
て
い
た
。
一
九
三

O
年
五
・
一
ニ

O
暴
動
以
後
に
展
開
さ
れ
た
幣
際

の
対
間
島
政
策
も
そ
の
一
環
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
幣
原
の
対
間
島
政
策
は
、
一
応
間
島
に
対
す
る
中
国
の
領
土

五
五



上
の
主
権
を
認
め
る
と
い
う
前
提
か
ら
出
発
し
て
い
る
点
で
、
武
力
に
よ

る
直
接
統
治
を
根
幹
と
し
た
従
来
の
対
間
島
政
策
と
は
異
質
な
も
の
で
あ

っ
た
。
そ
れ
が
故
に
、
幣
原
の
政
策
は
、
朝
鮮
総
督
府
を
は
じ
め
、
間
島

問
題
と
関
連
の
あ
る
強
硬
論
者
と
は
対
立
・
孤
立
化
し
、
彼
ら
を
硬
化
さ

せ
る
原
因
に
も
な
っ
た
。

幣
原
の
対
向
島
政
策
の
形
成
は
、
五
-
一
一
一

O
暴
動
の
原
因
が
、
日
中
両

閣
の
対
立
か
ら
由
来
す
る
朝
鮮
人
に
対
す
る
統
制
力
の
弱
体
化
で
あ
る
と

い
う
認
識
と
、
従
来
の
直
緩
統
治
政
策
が
す
で
に
限
界
に
達
し
、
今
後
の

間
島
の
治
安
維
持
が
中
国
と
の
協
調
な
し
で
は
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
危

機
認
識
か
ら
出
発
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
幣
原
は
、
間
島
へ
こ
れ
以
上
武

力
増
強
を
行
な
わ
ず
、
日
本
警
察
の
積
極
的
参
加
に
よ
る
中
国
警
察
の
指

導
と
い
う
方
法
で
、
よ
り
有
効
的
に
朝
鮮
人
を
統
制
し
、
間
島
の
治
安
維

持
を
は
か
り
、
さ
ら
に
、
植
民
地
朝
鮮
の
安
全
を
確
保
す
る
と
い
う
具
体

的
政
策
を
樹
立
、
実
現
し
よ
う
と
し
た
。
換
一
雷
同
す
れ
ば
、
中
国
と
の
協
調

を
軸
と
し
て
安
定
的
か
っ
有
効
的
な
朝
鮮
人
蝉
庄
支
配
体
制
を
確
立
し
、

更
に
そ
の
構
造
化
合
意
図
し
た
の
で
あ
っ
た
。

幣
原
の
対
間
島
構
想
展
開
の
よ
で
、
最
大
の
障
問
附
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ

ム
を
背
景
と
す
る
問
権
回
復
遂
動
と
い
う
形
を
と
っ
た
中
国
の
抵
抗
で
あ

っ
た
。
す
な
わ
ち
、
間
島
問
題
解
決
に
対
す
る
中
国
の
究
磁
的
な
目
標
は
、

対
本
勢
力
の
排
除
に
よ
る
間
烏
で
の
独
占
支
配
体
制
を
確
立
す
る
こ
と
で

あ
り
、
こ
れ
は
、
当
時
の
中
国
の
近
代
国
家
形
成
に
対
す
る
願
望
を
反
映

す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
幣
原
は
、
中
国
の
間
島
に
お
け
る
こ
う
し
た
抵
抗

五
六

を
、
「
共
鹿
ノ
惨
禍
ヲ
目
前
ニ
控
エ
乍
ラ
国
権
侵
害
云
々
ユ
拘
泥
シ
〈
日

中
)
共
通
ノ
利
益
ノ
為
ノ
努
力
ヲ
渋
帯
セ
シ
ム
ル
」
も
の
で
あ
り
、
「
無

{

抑

制

)

謀
且
危
険
」
と
評
価
し
た
。
こ
れ
は
、
幣
原
が
、
間
島
問
題
に
関
す
る
中

隠
の
民
族
運
動
に
対
す
る
認
識
が
不
充
分
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
、
間
島

問
題
解
決
に
お
い
て
中
閣
の
最
も
基
本
的
な
要
求
に
対
す
る
配
慮
が
欠
如

し
て
い
た
と
見
ら
れ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
幣
原
の
い
う
間
島
問
題

解
決
の
た
め
の
『
協
調
』
と
は
、
中
国
に
と
っ
て
、
基
本
的
な
要
求
さ
え

も
満
た
さ
れ
な
い
、
す
な
わ
ち
従
属
を
強
要
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

幣
原
は
こ
う
し
た
認
識
に
よ
っ
て
、
一
九
一
一
二
年
に
入
っ
て
か
ら
の
法

権
撤
廃
問
題
交
渉
の
際
、
中
国
の
他
の
地
域
と
は
対
照
的
に
、
間
島
を
日

中
間
の
特
殊
地
域
と
し
、
法
権
を
維
持
す
る
こ
と
で
間
島
統
治
に
対
す
る

日
本
の
影
響
力
を
保
持
し
よ
う
と
し
た
。

他
方
、
中
閣
は
、
間
島
問
題
解
決
の
た
め
、
間
烏
よ
り
日
本
勢
力
を
排

除
し
、
主
権
を
回
復
す
る
一
環
と
し
て
、
日
本
と
直
接
対
決
す
る
こ
と
な

ハ
四
回
〉

く
、
も
っ
ぱ
ら
間
島
在
住
朝
鮮
人
を
駆
逐
す
る
と
い
う
退
嬰
的
な
政
策
を

実
施
し
た
。
中
国
の
こ
う
し
た
政
策
展
開
は
、
朝
鮮
人
の
対
日
主
権
回
復

が
、
す
な
わ
ち
中
閣
の
主
権
回
復
に
つ
な
が
る
と
い
う
連
関
性
を
君
過
し

た
も
の
で
、
中
国
の
対
向
島
朝
鮮
人
政
策
お
よ
び
国
権
制
復
運
動
の
限
界

を
露
口
正
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

間
島
に
お
い
て
は
、
全
人
口
の
約
八
割
前
を
朝
鮮
人
が
占
め
て
い
る
以

上
、
彼
ら
こ
そ
が
岡
地
に
お
い
て
政
治
的
主
体
と
な
る
べ
き
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
日
中
両
箆
の
対
間
島
政
策
は
、
こ
う
し
た
朝
鮮
人
を
完
全
に
無



視
し
よ
う
と
し
た
点
で
共
通
し
た
限
界
を
有
し
て
い
た
。
と
れ
こ
そ
が
、

間
島
に
お
け
る
政
治
構
造
上
の
最
も
基
本
的
な
矛
盾
な
の
で
あ
っ
た
。
つ

ま
り
両
国
に
と
っ
て
、
間
島
に
お
け
る
朝
鮮
人
は
、
支
配
な
い
し
弾
圧
の

対
象
と
し
て
の
み
‘
そ
の
存
在
意
義
が
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し

た
矛
盾
か
ら
の
離
脱
、
す
な
わ
ち
自
治
へ
の
朝
鮮
人
の
願
望
は
、
一
九
一
一
一

O
年
前
半
に
は
い
っ
て
か
ら
、
一
方
で
は
、
共
産
主
義
者
に
よ
る
向
島
ソ

ビ
エ
ト
化
を
促
進
さ
せ
る
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
る
。

註
(
l
v

註
間
島
の
国
境
紛
争
問
題
に
つ
い
て
の
斡
国
側
の
研
究
と
し
て
は
、
申
基

碩
『
関
車
両
領
有
縁
叫
関
電
研
究
』
、
探
求
堂
、
一
九
七
九
年
、
ソ
ウ
ル
、
事
漢

基
明
間
島
帰
国
胸
刊
社
社
国
際
法
的
考
察
』
、
文
教
部
研
究
報
告
番
ニ
入
、
一
九

六
九
年
、
ソ
ウ
ル
、
が
代
表
的
で
あ
る
。
日
本
側
の
研
究
と
し
て
は
、
野
村
乙

二
郎
「
明
治
末
期
清
韓
菌
境
画
定
交
渉
の
一
考
察
1
い
わ
ゆ
る
間
島
問
題
に
関

す
る
序
論
|
」
『
政
治
経
済
史
学
』
第
入
十
五
号
、
一
九
七
一
一
一
年
、
林
正
和
「
間

島
問
題
に
関
す
る
日
清
交
渉
の
経
過
」
『
駿
台
史
学
』
第
十
号
、
一
九
六

O
年

等
が
あ
る
。
中
国
側
の
研
宛
と
し
て
は
、
張
存
武
「
描
間
代
中
韓
漣
務
問
題
探

源
」
『
近
代
史
研
究
所
集
刊
』
第
二
期
、
同
「
穆
克
登
所
定
的
中
韓
国
界
」
『
国

際
漢
学
会
議
論
文
集
歴
史
考
古
組
』
等
が
あ
る
。

(
2
)

例
え
ば
、
晶
月
間
玲
子
「
抗
日
武
装
闘
剛
争
を
め
ぐ
る
諸
問
題
i
一九一一一
O
年

前
半
の
間
島
|
」
『
朝
鮮
研
究
』
第
七
十
九
号
、
一
九
六
八
年
、
朴
容
玉
「
独

立
運
動
詞
基
地
[
間
島
」
〈
申
・
爽
績
外
編
『
韓
国
現
代
史
』
第
一
ニ
巻
、
新
丘
文

化
社
、
一
九
七

O
年
、
ソ
ウ
ル
)
等
が
あ
る
。

(
3
)
森
山
茂
徳
「
日
勝
併
合
の
図
際
関
係
|
朝
鮮
問
題
と
満
州
問
題
の
連
関
」

〈
近
代
日
本
研
究
会
網
棚
『
日
本
外
交
の
危
機
認
識
』
山
川
出
版
社
、
一
九
八
五

年
)
は
、
全
体
と
し
て
間
島
問
題
を
国
際
関
係
的
側
面
か
ら
、
日
韓
併
合
の
時

期
決
定
及
び
満
州
問
題
と
の
関
連
で
論
じ
た
も
の
で
あ
る
が
、
日
本
の
間
島
進

幣
原
外
交
に
お
け
る
間
島
問
題

出
目
的
と
そ
の
過
程
に
つ
い
て
も
比
較
的
簡
潔
に
分
析
し
て
い
る
。
な
お
、
高

意
済
『
韓
間
移
民
史
研
究
』
意
文
閥
、
一
九
七
三
年
、
ソ
ウ
ル
、

2
f
a
t
四

八
頁
)
も
こ
の
点
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。

(
4
)

一
九
二
九
年
当
時
の
日
本
領
事
館
の
調
査
に
よ
る
と
、
間
島
居
住
朝
鮮
人

の
総
戸
数
は
、
六
七
、
六
五
四
戸
、
総
人
口
は
三
入
一
、
五
六
一
人
で
あ
る

が
、
関
輔
誼
と
対
日
感
情
等
の
潔
白
で
、
日
本
領
事
鰐
官
の
調
査
外
に
あ
る
も
の

が
か
な
り
多
い
の
で
、
少
な
く
と
も
四
十
万
人
に
は
な
る
と
い
う
の
が
一
舷
的

な
推
測
で
あ
る
。
〈
長
野
期
『
満
洲
問
題
の
関
鍵
間
島
』
支
部
問
題
研
究
所
、

昭
和
六
年
、
五
五

t
五
七
頁
、
拓
務
大
臣
官
房
文
書
課
『
満
洲
ト
朝
鮮
人
同

昭
和
八
年
、
一

O
O
t
一
0
2一
一
員
参
照
〉
@

(
5
)

松
村
高
夫
「
日
本
帝
闘
主
義
下
に
お
け
る
「
満
州
」
へ
の
朝
鮮
人
移
動
に

つ
い
て
」
『
三
回
学
会
雑
誌
』
第
六
十
三
巻
第
六
号
、
-
九
七

O
年
、
六
三
l一

六
回
真
。
潤
島
に
お
け
る
朝
鮮
人
の
小
作
関
係
に
つ
い
て
は
同
右
『
満
洲
ト
朝

鮮
人
』
、
-
二
六

t
一
五
三
頁
参
照
。

(
6
〉
朝
鮮
総
督
府
警
務
局
司
⑧
高
等
警
察
資
料
・
間
島
問
題
の
経
過
と
移
住
鮮

人
』
昭
和
六
年
、
二
頁
l

(7)

簿
春
事
件
直
後
、
一
九
一
一
一
年
一
月
、
吉
林
督
箪
顧
問
斎
藤
恒
大
左
が
陸

軍
中
央
部
に
提
出
し
た
「
対
間
島
政
策
」
は
、
全
体
と
し
て
閑
島
朝
鮮
人
の
取

締
、
治
安
維
持
等
に
関
す
る
問
由
聞
の
饗
備
上
の
問
題
を
論
じ
た
後
、
結
論
と
し

て
、
日
本
に
と
っ
て
間
島
問
題
の
価
値
は
「
日
本
ノ
興
亡
/
問
題
」
で
あ
る
と

強
調
し
て
い
る
(
斉
藤
恒
「
対
間
島
策
」
『
陵
軍
省
密
大
日
記
』
大
正
十
年
第
六

冊
、
防
衛
庁
戦
史
部
所
蔵
)
。

(
8
V
前
掲
『
満
洲
問
題
の
関
鍵
間
島
』
一
八
二
頁
。

(
9
〉
正
式
な
名
称
は
「
間
島
に
関
す
る
日
清
協
約
」
で
あ
る
。
外
務
省
編
『
日

本
外
交
年
表
並
主
要
文
欝
』
上
、
原
掛
雷
雨
問
、
昭
和
五
十
三
年
、
三
二
回
t
五

一
鳥
間
島
協
約
の
締
結
過
程
に
つ
い
て
、
天
野
元
之
助
『
間
島
に
於
け
る
朝
鮮

人
問
題
に
就
い
て
』
中
日
文
化
協
会
、
昭
和
六
年
、
五
一
一
具
、
の
中
で
、
次
の

よ
う
に
論
じ
て
い
る
「
我
当
局
は
一
切
の
懸
案
を
一
気
に
解
決
す
ベ
く
、
こ
こ

に
大
局
よ
り
顧
み
て
支
部
側
の
安
奉
線
改
築
反
対
、
撫
願
及
び
煙
台
炭
坑
の
還

附
要
求
、
営
口
支
線
撤
退
嬰
求
、
関
外
鉄
道
の
法
態
間
延
長
を
日
本
に
対
し
有

利
に
解
決
す
る
と
交
換
的
に
、
間
島
問
題
に
つ
い
て
少
な
か
ら
ぬ
譲
歩
を
し
た

五
七



の
で
あ
る
匂
な
お
前
掲
林
正
和
の
論
文
に
も
同
様
の
見
解
が
述
べ
ら
れ
て
い

る
。
し
た
が
っ
て
、
日
中
間
に
お
け
る
問
鳥
協
約
の
締
結
は
、
決
し
て
当
時
の

朝
鮮
人
の
窓
士
ゅ
で
は
な
か
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
そ
う
い
う
日
中
間
の

取
引
は
、
関
車
両
に
お
け
る
朝
鮮
人
の
臼
中
両
閣
に
対
ず
る
抵
抗
の
根
底
を
形
成

し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
意
味
で
、
こ
の
間
島
協
約
締
結
過
程
で
の
臼
中

間
の
問
鳥
取
扱
方
法
は
、
そ
の
後
の
間
島
問
題
形
成
上
最
も
基
本
的
な
一
つ
の

要
素
に
な
る
。

品
)
「
南
満
洲
及
東
部
内
蒙
古
に
関
す
る
条
約
」
と
間
島
問
題
と
の
関
係
に
つ

い
て
は
、
井
上
尚
子
「
日
本
帝
倒
主
義
と
間
島
問
題

l
一
九
二

O
年
二

O
年
前
半

i
」
『
朝
鮮
史
研
究
会
論
文
集
』
第
十
集
、
一
九
七
三
年
、
参
照
。

立
)
臼
斡
併
合
直
前
、
一
九
O
七
年
七
月
の
閣
議
で
日
本
政
府
は
、
間
島
朝
鮮

人
の
国
籍
問
題
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
決
定
し
た
。
「
朝
鮮
人
ハ
特
別
ニ
法
令

又
ハ
条
約
ヲ
以
テ
別
途
-
一
取
扱
フ
以
外
つ
日
本
人
ト
向
一
ノ
地
位
ヲ
持
ツ
。

間
島
居
住
者
ニ
ハ
前
項
ノ
条
約
ノ
紡
采
ト
シ
テ
現
在
ノ
如
キ
地
位
カ
与
へ
ラ
レ

タ
モ
ノ
ト
着
倣
ス
。
外
国
ニ
帰
化
シ
テ
ニ
震
/
国
籍
ヲ
持
ツ
テ
イ
ル
者
-
一
一
対
シ

テ
ハ
、
後
日
間
籍
法
カ
韓
国
ニ
施
行
サ
レ
ル
持
ゴ
ァ
、
日
本
ノ
利
筈
関
係
-
一
一
於

イ
テ
ハ
日
本
ノ
隠
民
ト
表
倣
久
」
(
山
辺
健
太
郎
『
日
本
統
治
下
の
朝
鮮
』
器

波
禽
路
、
一
九
七
四
年
、
一
一
一

t
六
頁
)
こ
の
決
定
に
よ
り
間
島
朝
鮮
人
は
日
本

間
籍
を
も
つ
よ
う
に
な
り
、
こ
の
原
則
は
、
間
島
朝
鮮
人
の
取
締
と
い
う
側
面

か
ら
帰
化
を
も
認
め
ず
一
貫
し
て
持
続
さ
れ
た
。

(
ロ
)
簿
春
事
件
に
つ
い
て
は
、
養
相
徳
「
海
外
に
お
け
る
朝
鮮
独
立
運
動
の
発

渓
」
『
東
洋
文
託
研
究
所
紀
要
』
第
五
十
一
冊
、
昭
和
四
十
五
年
、
東
足
利
子

「
療
春
事
件
と
間
島
出
兵
」
『
朝
鮮
史
研
究
会
論
文
集
』
第
十
四
号
、
一
九
七

七
年
、
参
照
。

(
時
)
註

(
7
)
と
同
一
。

(
日
比
)
『
大
正
日
日
新
聞
』
大
正
十
年
三
月
二
十
八
日
よ
り
四
月
七
日
に
か
け
て

十
一
回
連
載
。
な
お
末
、
氷
ら
が
主
唱
し
た
大
高
麗
閣
は
、
間
島
を
中
心
に
直
隷

省
、
内
蒙
台
、
沿
海
州
を
そ
の
地
域
的
範
囲
と
し
、
古
代
朝
鮮
の
高
句
麗
閣
を

復
活
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
官
向
師
陣
国
民
と
し
て
は
そ
の
地
域
に
居
住
し
て

い
る
朝
鮮
人
、
口
シ
ア
人
、
中
国
人
、
臼
本
人
等
を
対
象
と
し
て
い
る
点
で
、

後
の
満
洲
閣
の
「
民
族
協
和
」
的
理
念
に
相
相
応
し
て
い
る
。
長
谷
川
雄
一
「
大

五
八

庄
中
期
大
陸
悶
家
へ
の
イ
メ
ー
ジ
」
『
国
際
政
治
礼
・
日
本
外
交
の
思
何
年
、
日

本
国
際
政
治
学
会
、
一
九
八
二
年
、
九
四
1
一

ou…民
参
照
。

(
刊
日
)
曲
一
京
相
徳
編
『
現
代
史
資
料
刊
で
朝
鮮
4
』
み
す
ず
脅
威
、
一
九
七
二
年
、

七
五
三
i
五
頁
。

(
お
)
外
務
省
記
録
A
-
一
・
一
・

0
・
一
一
一
一
「
東
方
会
談
一
件
」
。

(
げ
)
金
正
柱
縞
『
朝
鮮
統
治
史
料
』
第
二
巻
、
出
郡
山
商
議
一
局
、
一
九
七

O
年
、
一

二
一
一
氏
、
前
掲
明
日
本
外
交
年
表
波
主
要
文
書
』
上
、
二
四
七
真
。

〈
凶
)
斎
藤
実
関
係
文
香
(
以
下
、
斎
藤
文
議
と
略
称
)
入

O
七
「
朝
鮮
総
督
斎

藤
実
報
告
、
拓
務
大
臣
松
町
源
治
情
処
(
大
正
十
年
交
渉
の
際
外
務
省
側
飽
議
提

出
資
料
)
」
(
国
立
国
会
図
書
館
窓
政
資
料
室
所
蔵
)
。

(
山
口
)
林
正
和
「
感
春
事
件
の
経
過
」
『
駿
台
史
学
』
第
十
九
号
、
昭
和
四
十
一

午
、
一
一
二

1
一
二
三
一
員
参
照
。

(
初
)
斎
藤
文
書
九
二
回
「
在
満
洲
保
民
会
及
朝
鮮
人
会
調
査
表
、
お
よ
び
裳

東
銀
『
臼
本
の
朝
鮮
支
配
一
政
策
研
究
』
東
京
大
学
的
版
会
、
一
九
七
九
年
、
二

六一ニ
k
九
頁
参
照
。

(
幻
)
朝
鮮
史
料
研
究
会
『
朝
鮮
近
代
史
料
研
究
集
成
』
第
二
号
、
友
邦
協
会
、

昭
和
一
一
一
十
四
年
、
一

O
一
一
一
氏
。
そ
の
他
、
当
時
総
領
事
館
及
び
領
事
館
は
、
外

形
上
は
外
務
省
所
属
と
な
っ
て
い
る
が
、
実
質
的
に
は
多
数
の
総
督
府
の
派
巡

回
貝
で
点
め
ら
れ
て
い
た
(
斎
藤
文
書
八
一
九
「
満
洲
及
沿
海
副
川
移
住
鮮
民
保
設

取
締
案
」
参
照
)
。

(
辺
)
前
渇
『
日
本
外
交
年
表
護
主
要
文
喬
』
下
、
八
真
。

(
お
)
前
州
知
『
間
島
問
題
の
経
過
と
移
住
鮮
人
』
、
一
八
コ
一
二
九

O
t
一
九
五
一
良
。

前
掲
明
朝
鮮
統
治
史
料
』
第
七
巻
、
六
六
官
民
。

(
引
品
)
前
倒
拘
『
日
本
外
交
年
表
波
主
姿
文
書
』
上
、
七
五
l
六
瓦
。

中
陸
側
で
は
「
双
方
商
定
取
締
勝
人
弁
法
婆
繍
」
と
名
称
さ
れ
て
お
り
(
綴

緩
均
一
ア
中
国
現
代
史
料
殺
害
』
第
二
輪
、
文
書
警
沼
、
一
九
六
二
年
、
台
北
、

七
七
1
七
九
百
凡
て
条
文
上
の
名
目
的
な
施
行
地
域
は
、
奉
天
省
東
辺
道
と
な

っ
て
い
る
。
し
か
し
実
際
は
、
間
島
地
方
に
も
普
遍
的
に
施
行
さ
れ
て
い
た
も

の
と
し
て
(
東
亜
経
済
調
査
局
『
間
島
問
題
の
経
途
』
昭
和
六
年
、
一
二
頁
参

照
)
、
当
時
十
位
満
朝
鮮
人
に
関
す
る
日
中
間
の
関
係
を
象
徴
し
て
い
る
外
交
協

定
で
あ
る
。
こ
の
協
定
を
通
じ
て
中
国
側
は
正
式
に
、
日
本
の
痘
E
h
た
る
朝
鮮



人
を
取
締
る
権
利
を
日
本
か
ら
得
る
よ
う
に
な
っ
た
a

な
お
同
年
七
月
に
践
は

れ
た
「
不
逗
鮮
人
取
締
施
行
細
則
」
の
全
文
は
、
朝
鮮
軍
司
令
部
『
臨
陸
軍
ニ
関

係
ア
ル
現
行
条
約
』
}
九
三
一
年
、
参
照
。

〈
お
)
こ
の
関
係
は
、
逆
の
環
象
も
成
立
す
る
。
つ
ま
り
、
日
本
に
と
っ
て
は

「
不
港
鮮
人
」
の
取
締
を
中
関
側
が
徹
底
し
な
い
こ
と
を
名
目
に
出
兵
を
企
図

す
る
可
能
性
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
梶
村
秀
樹
氏
は
、
こ
の
一
一
一
矢
協
定
に
よ

る
日
中
聞
の
カ
関
係
を
考
慮
し
た
過
度
的
形
態
と
定
義
し
て
い
る
〈
「
一
九
三

0
年
代
満
洲
に
お
け
る
抗
日
闘
争
に
対
す
る
日
本
帝
関
主
義
の
諸
策
動
」
『
日

本
史
研
究
』
第
九
十
四
号
、
一
九
六
七
年
、
一
一
一

O
頁)。

(
お
〉
原
釜
一
郎
編
『
原
敬
臼
記
』
第
九
巻
、
乾
元
社
、
昭
和
二
十
六
年
、
二
ニ

五
頁
。

(
幻
〉
赤
塚
疋
却
制
「
間
島
に
お
け
る
日
本
警
察
撤
退
要
求
問
題
」
『
新
天
地
』
昭

和
四
年
四
月
号
。

(
咽
品
)
中
国
側
の
朝
鮮
人
に
対
す
る
具
体
的
政
策
に
つ
い
て
は
、
朝
鮮
総
督
府
答

務
局
・
高
等
警
察
資
料
『
在
満
鮮
人
ト
支
部
官
憲
・
附
満
洲
ニ
於
ケ
ル
排
日
運

動
』
昭
和
五
年
、
南
満
洲
鉄
道
株
式
会
社
社
長
室
人
事
課
縞
『
⑧
校
満
朝
鮮
人

圧
迫
事
情
』
昭
和
三
年
、
金
一
一
一
民
『
在
満
朝
鮮
人
に
関
し
中
間
官
憲
に
望
む
』

新
大
陸
社
、
昭
和
六
年
等
参
照
e
J

〈
柏
山
〉
関
白
陣
地
方
朝
鮮
人
に
対
す
る
共
産
主
義
の
浸
透
過
程
及
び
そ
の
影
響
に
つ

い
て
は
、
満
洲
国
軍
政
部
顧
問
部
編
『
満
洲
共
産
座
の
研
究
』
第
一
、
厳
南
堂
、

書
庖
、
昭
和
田
十
四
年
(
原
本
は
一
九
三
七
年
〉
が
最
も
具
体
的
に
分
析
し
て

い
る
(
六
五

t
一
五
回
頁
参
照
〉
。

(
初
)
金
正
問
問
編
『
朝
鮮
独
立
運
動

vh
共
産
主
義
篇
』
原
書
房
、
昭
和
四
十
二

年
、
六
三
コ
一
頁
(
以
下
『
独
立
運
動
V
』
と
略
称
)
。

〈
ね
)
間
島
五
・
一
一
一

O
暴
動
の
展
開
過
程
に
つ
い
て
の
具
体
的
研
究
は
、
現
在
ま

で
ま
だ
な
さ
れ
て
い
な
い
が
、

ω
a
Y
O詰
切
。
。
rw
同
J

臣
、
』
門
S
d
s
s
n。器・

書
室
主
足
。
言
語
S

H

H

沼
田
↓
岡
田
島
∞
(
甲
山
口

g
g
n
c
m間
宮
崎
幸
司

M
M
H
O
F

S
S
)
と
、
養
棺
徳
編
『
現
代
史
資
料

m-朝
鮮
5
』
原
書
房
、
一
九
七
二
年

(
五
八
五

t
七
一
一
一
六
頁
)
が
参
考
に
な
れ
る
(
以
下
『
朝
鮮
』

5
と
略
称
す

る)。

(
M
M
)

同
右
司
朝
鮮
5
』
五
九
三
一
員
。

幣
原
外
交
に
お
け
る
間
島
問
題

〈
凹
拍
)
斎
藤
文
書
八

O
五
「
間
島
地
方
共
産
党
系
朝
鮮
人
ノ
暴
動
事
件
善
後
措
置

ト
シ
テ
警
察
官
増
員
ガ
ニ
附
間
九
ル
件
移
牒
」
(
協
和
五
年
七
月
)
。

a)
前
掲
『
朝
鮮
5
』
五
九
三
頁
。

〈
お
)
同
右
、
六

O
四
t
九
真
ー
そ
の
他
、
中
国
側
は
、
間
島
地
方
に
欝
察
官
と

憲
兵
を
増
員
す
る
等
の
方
針
を
決
定
す
る
な
ど
し
て
日
本
側
の
勢
力
駆
逐
に
努

め
る
一
方
、
事
件
を
利
用
し
た
日
本
側
の
出
兵
に
対
す
る
危
機
感
か
ら
、
関
境

地
方
に
探
訪
員
を
派
遣
し
、
日
本
軍
警
の
行
動
を
内
査
す
る
等
の
具
体
的
措
置

を
と
っ
た
。

(
お
)
『
東
京
朝
日
新
開
』
昭
和
五
年
六
月
十
一
日
。

{
幻
)
『
満
蒙
事
情
』
昭
和
五
年
七
月
号
二
五

t
一
一
六
頁
1

(
お
)
斎
藤
文
書
八

O
六
「
相
場
清
書
翰
斎
藤
実
宛
(
昭
和
五
年
間
嶋
暴
動
の
係

閣
に
つ
き
報
h
e
h

(
鈎
)
林
久
治
郎
『
満
州
事
変
と
奉
天
総
領
事
』
原
書
灘
、
昭
和
五
十
三
年
、
八

六
I
主
弓

(
必
〉
外
務
省
記
録
B
・
一
・

0
・
0
I
/
C
「
間
島
問
題
調
書
」
一
二
七

O
賞。

{
M
M

〉
問
右
四

O
プ
E
閥

O
Aハ
(
前
掲
『
独
立
運
動
V
』
六
六
二

t
六
二
四
頁
所

収
可

av
問
中
布
四
O
九
t
四
一
一
二
(
同
右
六
六
回
I
六
六
七
貰
)
C

(
必
〉
朝
鮮
軍
司
令
部
「
間
島
事
件
-
-
関
ス
ル
観
察
及
意
見
」
『
陸
軍
省
密
大
臼

記
』
昭
和
五
年
(
防
衛
庁
戦
史
部
所
蔵
)
。

(
必
〉
斎
藤
文
書
入

O
七
「
朝
鮮
総
督
斎
藤
実
報
告
、
拓
務
大
臣
松
田
源
治
郎
宛

〈
間
島
地
方
治
安
維
持
ニ
関
ス
ル
件
)
」
昭
和
五
年
九
月
六
日
。

(
M
M

〉
『
満
家
事
情
』
昭
和
五
年
七
月
号
、
一
一
一
三
頁
1r

(
必
)
臼
井
勝
美
「
幣
原
外
受
覚
書
」
『
日
本
歴
史
』
一
九
玄
八
年
、
十
二
月
号

参
照
。

(
幻
)
前
掲
『
満
州
事
変
と
奉
天
総
領
事
』
八
七
l
八
八
頁
。
幣
原
は
中
閣
の
斉

克
、
敦
化
、
撫
釜
の
=
一
鉄
道
建
設
に
対
し
て
「
ヨ
レ
ガ
建
設
ヲ
防
止
ス
ル
ニ
ツ

キ
、
ア
ラ
ユ
ル
手
段
ヲ
ト
ル
」
と
の
強
い
決
意
を
持
っ
て
い
た
(
前
掲
『
日
本

外
交
年
表
並
主
契
文
書
』
下
、
一
七

O
事
。

(
必
)
外
務
省
記
録
A
・
ス
・
一
・
五
・
六

l
五
「
間
島
品
於
ケ
ル
共
陵
暴
動
事

件
及
事
後
ノ
情
勢
並
対
策
関
係
雑
纂
1
間
島
問
題
協
議
会
関
係
」
の
拓
務
省
作

五
九



成
の
「
問
自
陣
警
察
官
現
員
表
」
に
よ
る
。

(
同
日
)
前
掲
註
(
必
)
、
外
務
省
記
録
、
一
一
一
六
七
頁
、
及
び
前
掲
斎
藤
文
書
八

C
五

参
照
。

(
ぬ
)
「
外
務
省
警
察
史
・
間
島
ノ
部
・
間
'
路
湾
春
地
方
外
務
省
警
察
/
沿
革
第

六
-
昭
和
五
年
間
島
地
方
共
産
党
暴
動
事
件
ヨ
ワ
満
洲
事
変
前
回
一
至
ル
」
六
間

二
五

t
一
一
一
四
一
氏
(
外
務
省
所
蔵
、
未
定
稿
〉
お
よ
び
前
掲
『
満
州
問
題
の
問
問
鍵

間
島
』
一
八
三
頁
。

(
日
)
外
務
省
記
録
A
・
六
・
一
・
五
・
六
「
間
島
ニ
於
ケ
ル
共
産
暴
動
事
件
及

世
帯
後
情
勢
並
対
策
関
係
維
持
纂
」
。

(
臼
)
こ
の
よ
う
な
幣
原
の
悶
島
問
題
解
決
の
た
め
の
政
策
の
形
成
論
理
と
背
景

を
考
慮
し
て
判
断
す
る
と
、
混
在
ま
で
歴
史
上
の
事
実
と
し
て
記
録
さ
れ
て
い

る
五
・
三

O
暴
動
鎮
圧
の
た
め
の
朝
鮮
繕
南
第
十
九
郎
団
の
出
兵
説
会
別
掲

『
日
本
外
交
年
表
並
主
要
文
書
』
下
五
五
頁
お
よ
び
『
日
本
外
交
出
入
辞
典
』
ニ

0
0頁
、
『
朝
鮮
社
会
運
動
史
事
典
』
四
四
七
頁
等
〉
は
無
理
が
あ
り
、
又
そ

れ
を
夜
開
閉
す
る
資
料
は
現
在
ま
で
見
当
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
こ
の
出
兵
説
は

修
正
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

〈
関
)
前
掲
窓
(
日
)
、
外
務
省
記
録
、
朝
鮮
総
督
府
警
務
局
長
よ
り
拓
務
省
、
外

務
省
宛
戟
保
機
密
第
一
一
一
四
日
号
(
九
月
十
六
日
)
。

(
口
出
)
同
省
、
外
務
省
記
録
、
吉
田
外
務
次
官
よ
り
小
村
拓
務
次
官
宛
、
機
密
第

五
五
三
号
〈
九
月
二
十
三
日
)
。

(
日
)
同
右
、
外
務
省
記
録
、
幣
原
外
相
よ
り
林
奉
天
総
領
事
代
理
宛
第
二
ニ
二

号
(
九
月
二
十
九
日
)
。

〈
一
拘
)
関
右
、
外
務
省
記
録
「
間
島
問
題
及
朝
鮮
人
帰
化
問
題
ニ
関
ス
ル
協
議
会

第
二
明
記
録
、

(
閉
山
)
『
満
蒙
事
情
』
昭
和
五
年
十
月
号
二
九
l
一
二
四
頁
、
『
東
方
雑
誌
』
第
一
一

十
七
巻
第
二
十
号
、
民
間
十
九
年
十
月
、
一

l
コ一真。

(
四
国
)
同
右
『
論
議
事
情
』
十
一
月
号
、
ご
ニ
ー
一
一
削
頁
。

(
ぬ
)
前
掲
註
(
日
)
、
外
務
省
記
録
「
林
奉
天
総
領
事
よ
り
幣
原
外
相
宛
」
第
四

七
八
号
(
十
月
十
二
日
)
及
び
第
四
八

O
号
(
十
月
十
四
日
)
。

(ω)
〈
門
別
)
前
掲
註
(
川
叫
)
、
外
務
省
記
録
、
一
二
七
五
I
六
一
良
、
及
び
=
一
七
七
一
長
。

(
位
)
こ
の
時
の
吉
林
省
当
局
の
朝
鮮
人
対
策
は
殆
ど
南
京
中
央
政
府
の
訓
令
と

ノ、。

い
う
名
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
て
お
っ
、
又
民
衆
の
排
日
運
動
は
な
か
ば
中
国
当

局
の
承
認
の
も
と
に
発
換
し
て
い
た
。
な
お
坤
即
日
運
動
の
綜
大
は
す
で
に
政
府

の
統
制
外
の
動
き
が
生
じ
て
い
た
の
で
張
作
霧
車
中
天
政
府
は
、
そ
れ
を
全
く
無

視
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
し
、
対
日
強
硬
外
交
の
大
き
な
一
つ
の
要
因
に

な
っ
た
。
〈
日
本
国
際
政
治
学
会
編
『
太
平
洋
戦
争
へ
の
道
』
第
二
巻
、
朝
日

新
関
校
、
昭
和
三
十
七
年
、
三
一
一
一
四

t
ニ
三
五
支
参
照
)
。

〈
臼
)
外
務
省
記
録
A
-
六
・
一
・
五
・
六
一
七
「
間
島
ニ
於
ケ
ル
共
姪
暴
動
事

件
及
事
後
/
情
勢
並
対
策
関
係
雑
纂
!
日
議
連
絡
協
調
関
係
」
岡
田
間
島
総
領

事
よ
り
一
幣
原
外
抑
制
宛
、
機
密
第
五
五

O
号
(
六
年
五
月
二
十
三
日
)

0

(
山
間
)
徐
大
粛
著
金
進
訳
『
朝
鮮
共
産
主
義
運
動
史
』
コ
リ
ア
評
論
社
、
一
九
七

O
年
、
一
五
五

t
一
五
六
真
。

(
防
)
前
掲
註
(
日
)
、
外
務
省
記
録
、
田
中
在
百
草
講
分
館
主
任
よ
り
幣
原
外
相

宛
(
十
月
二
十
八
日
)
。

(
山
山
)
向
右
、
石
射
吉
林
総
領
事
よ
り
幣
原
外
棺
宛
機
密
公
第
七
六
八
号
(
十
一

月
十
二
日
)
。

(
門
別
)
前
掲
『
朝
鮮
5
』
六
二
七
t
六
二
九
真
。

(
団
関
)
問
お
外
務
省
記
録
「
政
友
会
定
例
幹
部
会
開
催
ノ
件
」
及
び
原
田
熊
雄

『
西
関
寺
公
と
政
局
』
第
一
巻
、
岩
波
書
信
、
二
三
五

t
二
一
一
一
七
頁
参
照
。

{ω)
前
掲
『
太
平
洋
戦
争
へ
の
道
』
第
一
巻
二
回
一
一
良
。

(
初
)
(
冗
)

(

η

)

前
掲
訟
(
却
)
、
外
務
省
記
録
、
一
一
一
八
一
、
ae--

人
七
一
良
。

(n)
前
掲
註
(
m
m
)
、
外
務
省
記
録
、
岡
泊
間
島
総
領
事
よ
り
各
分
館
主
任
、
各

署
長
、
分
努
長
宛
間
鶴
田
第
二
O
m
問
号
(
十
一
月
二
十
二
日
)
。

(
九
)
前
掲
註
(
凶
)
、
外
務
省
記
録
、
問
中
局
子
街
副
領
事
よ
り
関
白
間
島
総
州
刑

事
宛
機
密
公
領
第
三
六
百
万
(
十
一
月
二
十
四
日
)
。

(
お
)
前
掲
註
(
必
)
、
外
務
省
記
録
。

(
花
)
菊
池
悟
郎
編
『
立
憲
政
友
会
史
』
第
七
巻
、
昭
和
八
年
、
五

O
一
l
一
O

頁。
(
作
)
前
掲
註
(
川
相
)
、
外
務
省
記
録
。

(
何
日
)
前
掲
『
朝
鮮
5
』
六
一
一
六
頁
。

(
刊
日
)
本
家
の
記
述
は
註
記
の
な
い
限
り
、
次
の
史
料
に
よ
る
。
外
務
省
-
記
録

B
・
四
・

0
・
0
C
/
X
一
l
十
一
二
「
支
部
治
外
法
権
撤
廃
問
題

i
満
洲
設
問



乱
開
』
一
間
関
ス
ル
特
殊
関
係
一
件
」
。

(
お
)
前
掲
註
〈
必
)
、
外
務
省
記
録
。

(
白
山
)
士
口
会
線
は
吉
林
か
ら
間
島
、
会
山
田
宇
を
経
て
清
津
で
日
本
海
と
接
す
る
よ
う

に
な
っ
て
い
る
鉄
道
と
し
て
、
日
本
と
北
満
州
を
結
ぶ
設
断
の
ル
ー
ト
で
あ

る
。
帥
刊
に
北
満
州
を
対
ソ
戦
の
主
作
戦
地
域
と
し
て
い
る
白
木
陵
箪
と
し
て

は
、
間
島
の
掌
握
と
と
も
に
、
士
日
会
線
の
完
成
は
、
務
鮮
半
島
を
縦
断
し
て
南

満
州
に
達
す
る
骨
内
線
と
は
別
に
新
た
な
ん
l
ト
と
し
て
絶
対
に
必
要
な
鉄
道
で

あ
っ
た
。
こ
う
い
う
構
想
は
、
い
ち
早
く
一
九

O
九
年
「
間
島
ェ
関
ス
ル
日
清

協
約
」
等
を
通
じ
て
表
磁
化
し
て
お
h

ソ
、
周
年
寺
内
陸
軍
大
臣
の
命
に
よ
っ
て

潟
的
少
佐
ら
が
そ
の
予
定
例
綿
の
調
査
を
行
な
っ
て
い
た
(
士
口
村
道
雄
「
日
露
戦

後
に
お
け
る
北
満
州
視
察
報
告
の
特
質
」
『
政
治
経
済
史
学
』
第
二

O
O
号、

一
九
八
三
年
一
一
一
月
、
一
一
一
一
四
頁
)
。
更
に
、
士
司
会
線
は
、
日
本
の
殖
民
鉄
道
と

し
て
も
重
要
な
の
で
あ
っ
て
、
朝
鮮
人
の
延
士
同
道
へ
の
移
植
に
と
っ
て
の
吉
会

線
の
役
割
は
し
ば
し
ば
強
調
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
育
会
線
に
関
す
る
日
中
間

の
交
渉
は
度
重
た
る
中
国
側
の
反
対
に
あ
い
、
満
州
事
変
ま
で
そ
の
開
通
を
見

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
中
国
は
こ
の
吉
会
線
こ
そ

i
満
鉄
に
よ
る
南
満
州

に
つ
づ
い
て

l
日
本
の
間
島
お
よ
び
北
満
州
へ
の
軍
事
的
経
済
的
侵
略
の
ん
1

ト
と
し
て
認
識
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
(
外
務
省
通
産
局
『
人
口
問
題
ヲ
基
調

ト
シ
テ
・
満
蒙
拓
植
策
ノ
研
究
』
昭
和
二
年
、
一
二
六
六

t
七
一
一
一
頁
、
前
掲
『
在

満
鮮
人
ト
支
那
官
窓
』
七
一
文
参
照
)
。

〈
幻
)
外
務
省
記
録
B
・
四
・

0
・
0
・
C
/
X
一
「
支
那
治
外
法
権
撤
廃
問
題

一
件
」
ニ
五
頁
。

(
お
)
一
九
一
一
一

O
年
二
月
中
国
側
か
重
光
代
理
公
使
に
手
交
し
た
日
中
治
外
法
権

撤
廃
交
渉
案
三
項
目
中
の
一
項
目
。
別
掲
『
間
島
問
題
の
経
過
と
移
住
鮮
人
』

一一丸六一良)。

(
斜
)
前
掲
『
太
平
洋
戦
争
へ
の
道
』
第
一
巻
、
一
一
一
八
六
頁
。

(
白
山
)
朴
永
錫
『
万
宝
山
事
件
研
究
』
第
一
書
一
段
、
昭
和
五
十
六
年
、
参
照
。

(
肘
閃
)
衿
田
正
種
「
鴨
緑
江
」
『
現
代
史
資
料
7
満
州
事
変
』
み
す
ず
蜜
官
房
、
一

九
七
二
年
、
四
五
七
I
四
六
六
頁
、
一
助
収
。

(
凹
引
)
外
務
省
記
録
I
・
四
・
五
・
ニ
・
一
一
一

!
?
l六
ー
一
「
各
国
共
産
党

関
係
雑
件
・
中
国
の
部
一
満
州
間
島
」
幣
原
外
抑
制
よ
り
悶
悶
間
島
総
領
事
宛
電

幣
原
外
交
に
お
け
る
間
島
問
題

報
第
一
七
一
ニ
〈
昭
和
五
年
十
二
月
三
日
)
。

(
邸
〉
朝
鮮
総
督
府
の
調
査
に
よ
る
と
一
九
二
九
年
一
ニ

O
、
一
一
一
一
年
の
間
島
か
ら

朝
鮮
へ
の
帰
還
者
の
数
は
次
の
通
り
で
あ
る
(
前
掲
設
(
必
)
、
外
務
省
記
録
)

G

移

住

者

数

帰

還

者

数

差

引

一
九
二
九
年
中
間

O
O六
三

二

七

六

七

三

一

(

増

〉

一九一二

O
年

一

一

人

間

二

三

九

二

ハ

一

O
七
四
(
減
)

一
九
一
一
一
一
年
一

A

月

間

O
二

二

O
一ニ七

一一月

こ
の
よ
う
な
帰
還
者
の
増
加
現
象
は
、
日
本
の
大
陸
侵
略
及
び
朝
鮮
統
治
上

に
お
い
て
軍
部
と
総
督
府
に
大
き
な
不
安
を
与
え
て
い
た
。

〔
後
記
〕

こ
の
論
文
の
作
成
に
当
っ
て
は
、
臼
井
勝
美
教
授
と
立
教
大
学
の
北
側

伸
-
教
授
の
助
言
を
但
け
た
。
記
し
て
謝
意
を
表
す
る
。

ムノ、


